
 

施策
No.

施策名 施策の概要 目標及び達成の期間 目標の達成状況 達成状況を踏まえた施策の見直し方針 関連URL
担当

府省庁

1 孤独・孤立の実態把握 　我が国における孤独・孤立の実態を把握し、各
府省における関連行政諸施策の基礎資料を得る
ことを目的として、孤独に関する事項、孤立に関
する事項、その他関連事項及び属性事項の調査を
行っている

　令和７年度は、引き続き孤独・孤立の実態把握に
関する全国調査を実施し、データの蓄積を図ると
ともに、各府省庁における関連統計調査等の整理
やノウハウの提供等を通じて、我が国における孤
独・孤立の実態を的確に把握する。また、特定の
テーマに特化した全国調査内容とするなど、孤
独・孤立の実態の多角的な把握に向けた検討に着
手する。
こうした孤独・孤立の実態把握を通じて、「孤独・
孤立対策重点計画」の各施策のより一層の推進に
資することを目指す。

　令和7年度において、令和３年、令和４年、令和５
年及び令和6年度に引き続き、孤独・孤立の実態
把握に関する全国調査を実施。調査結果につい
て、令和8年４月に公表することとしている。
　また、孤独・孤立の実態を的確に把握するため、
「第5回孤独・孤立対策の在り方に関する有識者
会議」（令和８年１月16日開催）において、これま
での調査結果の振り返りを実施した。

　令和７年度までの調査により、１６歳以上の調査
結果が蓄積されたことなどを踏まえ、令和８年度
においては、こどもを対象に実態把握調査を行う
こととしており、調査の実施に当たっては、我が
国におけるこどもの孤独・孤立の実態をより的確
に把握するため、調査方法の検討・改善等を継続
的に行う。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/zenkokuchousa.html

内閣府

2 こども・若者の行動・意識に関する実態
の把握

我が国のこども・若者の置かれている状況を適
切に把握し、こども・若者の視点に立ったデータの
充実・整備等を図ることを目的として調査を行っ
ている。

孤独・孤立は昨今深刻化・顕在化してきているこ
ども・若者が抱える課題の一つであるという認識
の下、こども・若者の置かれている状況・課題を的
確に把握するため、「こども・若者総合調査（仮
称）」（「こども・若者の意識と生活に関する調査」
の後継調査として、令和７年度を予定。）を３年ご
と目途に継続実施し、調査分析報告書を取りまと
め、公表し、調査結果を踏まえた取組の改善・充実
に資することを目指す。

満10歳から満39歳の男女２万人を対象とした
「こども・若者総合調査」を令和７年度に実施し、
孤独感や困難に直面した経験等を調査した。
その調査結果を取りまとめた調査分析報告書を

令和８年４月に公表した。

こどもや若者の置かれている状況を適切に把握
するため、「こども・若者総合調査」を３年ごとを目
途に継続実施することとしつつ、令和８年に若者
10万人を対象とした大規模な実態調査（意識調
査）を実施した上で、その結果を報告書として取
りまとめ、公表する。

https://www.cfa.go.jp/r
esources/research/kow
aka/results

こども家庭庁

3 在留外国人に対する基礎調査 在留外国人を対象としたアンケート調査である
「在留外国人に対する基礎調査」の調査項目に孤
独・孤立の実態把握を目的とした項目を盛り込
み、定期的に調査を実施している。

令和７年度においても、在留外国人の孤独・孤立
の実態を的確に把握し、短期的・中長期的な共生
施策の企画・立案・実施に適切に反映させ、取組
の改善・充実に資することを目指す。

令和７年度においても、調査項目に孤独・孤立の
実態把握を目的とした項目を盛り込んだ上で「在
留外国人に対する基礎調査」を実施した。

引き続き「在留外国人に対する基礎調査」を実
施し、在留外国人の孤独・孤立の実態を把握す
る。

https://www.moj.go.jp/
isa/support/coexistenc
e/04_00017.html

法務省

4 出入国在留管理行政に係る関係者ヒア
リング

地方公共団体、企業、外国人支援団体等の幅広
い関係者から意見等を聴取する「関係者ヒアリン
グ」において、在留外国人の孤独・孤立の状況を
含む幅広い事項を聴取している。

令和７年以降の共生施策の企画・立案・実施に在
留外国人の孤独・孤立の視点を入れるため、在留
外国人の孤独・孤立の実態を把握することを目指
す。

「関係者ヒアリング」を実施し、地方公共団体、外
国人支援団体等から在留外国人の孤独・孤立の状
況を含む幅広い事項を聴取した。

引き続き「関係者ヒアリング」を実施し、在留外
国人の孤独・孤立の実態把握を目指す。

https://www.moj.go.jp/
isa/policies/conference
/other_hearing.html

法務省

　「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」（令和６年６月11日孤独・孤立対策推進本部決定。令和７年５月27日一部改定。）
「Ⅲ.具体的施策」の実施状況（令和７年度）

（１）孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする

　①孤独・孤立の実態把握

参考資料
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5 社会的孤立・孤独の予防と多様な社会

的ネットワークの構築
様々な社会構造の変化を踏まえ、社会的孤立・

孤独のメカニズムの解明、孤立・孤独のリスク評価
手法（指標など）及び社会的孤立・孤独の予防施
策開発と、その PoC（概念実証）までを一体的に
推進する研究開発プログラム。

「社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネット
ワークの構築」では、総合知による人文・社会科学
の知見も活用した研究開発を通じ、人・組織・コ
ミュニティ間の多様な社会的つながり・ネットワー
クを構築し、社会的孤立・孤独を生まない社会の
実現に寄与することを目標とする。

「社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネッ
トワークの構築」では、通常の公募（3回）に加え、
追加で4回目の公募をR6年度に実施し、3件の課
題を採択した。人・組織・コミュニティ間の多様な
社会的つながり・ネットワークを構築し、社会的孤
立・孤独を生まない社会の実現に向けて研究開発
を着実に推進した。

「社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネッ
トワークの構築」では、総合知による人文・社会科
学の知見も活用し、①社会的孤立・孤独のメカニ
ズム分析、②人や集団が孤立・孤独に陥るリスク
の可視化や評価手法（指標等）、③孤立・孤独を予
防する社会的仕組みの創出に向けた研究開発を
推進している。開発した予防施策を概念的なもの
に留めず実装につなげるために、国内の特定地域
や、学校、職場、コミュニティなどを対象として、社
会的孤立・孤独の予防施策の効果検証を含めた
概念実証まで行うとともに、研究知と現場知の相
互作用の促進、ＩＣＴや芸術分野など異分野との融
合的な取組を積極的に推進する。

SDGsの達成に向けた共
創的研究開発プログラム
（社会的孤⽴・孤独の予
防と多様な社会的ネット
ワークの構築）について
https://www.jst.go.jp/ri
stex/funding/solve-
koritsu/index.html

文部科学省

6 ホームページやＳＮＳ等を活用した孤
独・孤立対策に関する効果的な情報発
信

孤独・孤立の問題を抱える当事者や家族等へ孤
独・孤立に関する支援の情報を網羅的かつ、当事
者等が必要とする情報が必要なタイミングでタイ
ムリーに届けられるよう、継続的にポータルサイ
ト・ＳＮＳによる一元的な情報発信を行う。

令和７年度も、引き続きデジタル庁との調整及
び地方自治体への働き掛けを実施することを通
じて、孤独・孤立対策のウェブサイトと地方自治体
ホームページとの連携による切れ目ない相談と支
援のつなぎを実現することを目指す。また、ソー
シャルメディアや新聞等の各種媒体を効果的に活
用し、よりきめ細やかな情報発信について検討を
重ね、孤独・孤立対策に関する各種施策や支援情
報等に関する周知・広報を継続的に実施すること
により、悩みや困りごとを抱えている方に必要な
支援情報が届く環境を実現する。

令和７年度においても、引き続き孤独・孤立の問
題を抱える当事者等へ孤独・孤立に関する支援の
情報を網羅的かつ、当事者等が必要とする情報が
必要なタイミングでタイムリーに届けられるよう、
支援情報の更新や追加等も行いながら、継続的に
ポータルサイトの情報更新・ＳＮＳによる一元的な
情報発信を行った。地方自治体向けにホームペー
ジの連携促進についての通知も発出した。

令和８年度も引き続き、孤独・孤立の問題を抱え
る当事者等への情報発信を行うことに加えて、利
用者にとってより利便性の高い情報発信を行う
べく、広報・周知啓発に関する有識者とも議論を
行いながら、当事者に配慮した寄り添い型の情報
提供などの充実を図る。

https://www.notalone-
cao.go.jp/

内閣府

7 統一的な相談窓口体制の推進 孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの協力
を得て関係団体が連携して、統一的に24時間相
談を受け付ける窓口（孤独・孤立相談ダイヤル＃
9999）を試行実施している。統一的な相談窓口
体制の構築や悩みや困りごとを抱える相談者を
必要な支援につなぐ仕組みの構築に向けた取組
を推進する。

これまでの統一的な相談窓口体制（孤独・孤立
相談ダイヤル＃9999）の試行結果を踏まえ、令
和７年度は、ＳＮＳと電話相談の併用・連携、地域
の支援機関へのつなぎ、ＩＴを活用した相談対応
のより一層の充実など新たな課題にも取り組み
つつ、持続可能な仕組みの開発を目指す。

これにより、統一的な相談窓口から支援までつ
ながる仕組みを構築し、孤独・孤立を抱えた人が
支援につながり続ける社会の実現を目指す。

令和７年度において、既存の相談窓口が閉まる
５月の連休期間と年末年始の期間において、計２
回の孤独・孤立相談を実施し、ＳＮＳと電話相談の
併用・連携、地域の支援機関へのつなぎ、ＩＴを活
用した相談対応の実施、傾聴に配慮した寄り添い
方の相談対応など新たな課題にも取り組みつつ、
持続可能な仕組みの開発に努めた。

令和８年度も、孤独・孤立相談を実施することと
しており、これまでの結果の分析を踏まえ、孤独・
孤立対策官民連携プラットフォームにおいて、具
体的な実施方針の検討を行う。こうしたこれまで
の結果の分析や官民連携プラットフォームにおけ
る検討等を踏まえ、孤独・孤立相談のより一層の
充実と、急速な社会の変化に対応した傾聴に配慮
した寄り添い型の相談対応の充実を図る。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/soudanshien.html

内閣府

8 支援情報検索サイトの運用、自殺対策
に係る広報の制作・実施業務

「自殺予防週間」及び「自殺対策強化月間」では、
国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が連携
して、集中的に啓発活動等を実施している。また、
厚生労働省では、「支援情報検索サイト」及び「ま
もろうよこころ」により、相談窓口等の情報提供を
行っている。

自殺予防週間や自殺対策強化月間について、国
民の３人に２人以上が聞いたことがあるようにす
る。
相談窓口情報等のタイムリーな発信として、支援
情報検索サイトのアクセス数を令和８年度までに
年間30万回以上とすることを目標に運用・周知
を実施する。
相談窓口や広報の取組について紹介している厚
生労働省特設サイト「まもろうよこころ」のアクセ
ス数を年間300万回以上とすることを目標に、国
民の理解促進や自殺についての誤った認識や偏
見を払拭するための広報を目指す。
これらの取組により、孤独・孤立の問題を抱えた
人も含めて自殺の防止につなげる。

・令和7年９月10日～16日の「自殺予防週間」及
び令和8年3月の「自殺対策強化月間」において、
相談窓口等を見やすくまとめた厚生労働省Web
サイト「まもろうよこころ」をポスター、SNS、政府
広報等を活用し広く周知した。

・支援情報検索サイトPV数：２７４,２８５（令和7年
４月～令和8年３月）

・まもろうよこころPV数：5,392,871（令和７年
４月～令和８年3月）

引き続き、「自殺予防週間」及び「自殺対策強化
月間」において、国、地方公共団体、関係団体、民
間団体等が連携して、集中的な啓発活動等を実施
し、令和７年度（令和７年４月～令和８年３月）の実
績を踏まえ、令和８年度以降は、支援情報検索サ
イトのPV数を年間30万回以上、「まもろうよここ
ろ」のPV数を年間300万回以上とすることを目
標とする。

⽀援情報検索サイト
https://shienjoho.go.jp
/

まもろうよこころ
https://www.mhlw.go.j
p/mamorouyokokoro/

厚生労働省

　②支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信
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9 民間ボランティアである保護司等によ

る刑務所出所者等への支援等
保護司、更生保護女性会員、ＢＢＳ会員等の民間

ボランティアが取り組む刑務所出所者等の改善更
生を支援する活動を推進する。

　令和７年度は、
・保護司活動に対する認知度の向上や地方公共団
体との連携の強化により、保護司適任者や保護司
の活動場所を確保する。
・保護司活動のデジタル化により活動の充実強化
及び保護司の負担軽減を図る。
・更生保護女性会やＢＢＳ会の活動の充実強化及
び担い手の確保を図る。
これらの取組により、保護司、更生保護女性会及
びＢＢＳ会が行う孤独・孤立対策に資する活動を
推進する。

保護司の適任者確保や活動環境の改善、保護司
の安全確保等を内容する「更生保護制度の充実を
図るための保護司法等の一部を改正する法律」を
第219回国会に提出し、令和７年12月に公布さ
れた。

保護司、更生保護女性会及びBBS会の更生保
護ボランティアの活動について、ホームページ等
において周知するなどし、担い手確保を図った。

「更生保護制度の充実を図るための保護司法
等の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、保護
司制度の充実を図っていく。

また、令和６年、オランダで開催された第２回世
界保護司会議において、４月１７日を「国際更生保
護ボランティアの日」とする宣言が承認された。こ
の宣言を踏まえ、更生保護ボランティアの認知度
の向上を図るため、その活動意義等について、引
き続き国内外における広報啓発に努めていく。

法務省

10 在留外国人に対する情報提供等 出入国在留管理庁ホームページ内の「外国人生
活支援ポータルサイト」に多言語化された各府省
庁の外国人への生活支援等の情報を掲載して情
報提供を行う。また、外国人支援者を通じた情報
提供を推進する。

令和７年度は、引き続き、「外国人生活支援ポー
タルサイト」の周知を図るとともに、外国人を支援
する団体等とのネットワークの構築を図り、在留
外国人一人一人に情報が届くような仕組みの構
築に取り組む。これにより、在留外国人の孤独・孤
立の予防を推進する。

外国人生活支援ポータルサイトの周知を行うと
ともに、同サイトを通じた情報提供を行った。

また、外国人を支援する団体等と新たにネット
ワークを構築し、在留外国人一人一人に情報が届
くような仕組みを拡充した。

引き続き、外国人生活支援ポータルサイトに多
言語化された各府省庁の外国人への生活支援等
の情報を掲載して情報提供を行うほか、SNSや
メール配信サービス等を活用して同サイトの周知
を図る。

また、外国人を支援している団体等を把握し、
ネットワークを構築するなどして連携を図り、在留
外国人に対して情報提供を行っていく。

外国⼈⽣活⽀援ポータル
サイト
（https://www.moj.go.j
p/isa/support/portal/in
dex.html）

法務省

11 声を上げやすい・声をかけやすい環境
整備

「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げや
すい、声をかけやすい社会」に向けた取組として、
毎年５月を「孤独・孤立対策強化月間」とし、集中
的な広報・啓発活動を実施する。

令和７年度も引き続き、５月の「孤独・孤立対策
強化月間」特設サイトの設置、全都道府県でのポ
スター掲示等による周知や、強化月間中における
自治体やＮＰＯ等の取組の実施・登録をより一層
充実させることなどを通じ、孤独・孤立に至って
も当事者や周りの方が支援を求める声を上げや
すくなるとともに、広く支援制度が知られている
社会の実現を目指す。

令和７年度の「孤独・孤立対策強化月間」では、
広報ポスター等を用いた周知活動をはじめとした
取組を全国の地方公共団体や関係団体と連携し
て展開した。また、強化月間特設サイトを設けたこ
とに加え、特設したオンライン空間において、孤
独・孤立の問題に関する情報や関係団体の取組を
集約して発信するとともに、啓発のための各種イ
ベントや、相談窓口の設置を行った。また、特色あ
る支援団体の好事例を横展開するための広報用
動画の作成・展開を図った。

令和８年度は、令和７年度の強化月間の実施状
況等の振り返りを踏まえ、特設サイトの設置、全都
道府県でのポスター掲示等による周知や、強化月
間中における自治体やNPO等の取組の実施・登
録のより一層の充実などを通じ、孤独・孤立に
至っても当事者や周りの方が支援を求める声を
上げやすくなる社会の実現を目指す。今後。強化
月間においては、複数団体によるシナジーを高め
る取組、省庁連携の強化、当事者の立場に立った
情報提供の充実に向け、創意工夫を図っていく。

https://www.notalone-
cao.go.jp/main-
monthly/

内閣府

12 「つながりサポーター」の養成に向けた
取組

孤独・孤立についての理解・意識や気運を社会
全体で高めていくため、孤独・孤立の問題につい
ての知識を身に付け、身の回りの人に関心を持
ち、できる範囲で困っている人をサポートする、
「つながりサポーター」の養成に必要な取組を進
める。

令和６年度以降の本格実施において、一般の方
を対象に更なる普及を図ることに加えて、こども
向けの養成テキスト等の検討を進め、将来的に、
自治体や民間企業、学校現場など各団体が主体
となって全国的に養成講座が展開されることを
通じ、十分な数の「つながりサポーター」が養成さ
れ、孤独・孤立に至っても、当事者や周りの方が支
援を求める声を上げやすくなる社会の実現を目
指す。

令和７年度については、小学校高学年および中
学生を対象として、こども向けの養成テキストに
係る検討会を開催し、学校での試行実施を行っ
た。

また、自治体や民間企業、学校現場など、50以
上のさまざまな団体において、つながりサポー
ター養成講座の実施を行った。さらに、つながり
サポーターの養成・普及に資する広報動画の充実
を図った。

令和８年度においては、一般の方を対象に更な
る普及を図るため、全国的に様々な団体における
実施、こども向けの養成テキスト等を活用した取
組を推進する。あわせて、当事者や周りの方が支
援を求める声を上げやすい社会の実現に向けて、
引き続き孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ムとも連携しながら、つながりサポーター受講後
の行動変容、ひいては共生社会の実現に向けた議
論も行う。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/tsunagarisupporters/i
ndex.html

内閣府

13 児童生徒の自殺予防 児童生徒の自殺者数が増加傾向にあることを踏
まえ、ＳＯＳの出し方に関する教育を含む自殺予
防教育の充実、１人１台端末等を活用した児童生
徒の悩みや不安の早期発見・早期対応、スクール
カウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置
充実等の教育相談体制の強化等に取り組んでい
る。

令和７年度は、令和６年度委託事業で作成した
教材や指導資料等の普及を通じて自殺予防教育
の更なる促進に努める。また、引き続き、１人１台
端末等を活用した児童生徒の悩みや不安の早期
発見・早期対応、スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカーの配置充実等の教育相談体制
の強化等に取り組む。

令和7年度予算において、令和６年度委託事業
の成果の普及等を通じて自殺予防教育の促進に
取り組んだほか、長期休業明けに、１人１台端末等
を活用した児童生徒の悩みや不安の早期発見、教
育相談体制の強化を実施、さらに、学校や教育委
員会、専門家、関係機関との連携、協力し、児童生
徒への心のケアも含む危機管理体制を速やかに
構築するよう、各教育委員会等に周知を実施。

令和８年度は、令和６年度及び７年度委託事業
の成果を踏まえて、自殺予防教育の更なる促進に
努める。また、引き続き、１人１台端末等を活用し
た児童生徒の悩みや不安の早期発見・早期対応、
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー
カーの配置充実等の教育相談体制の強化等に取
り組む。

文部科学省

　③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備
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14 こどもの自殺対策の推進【こども家庭

庁】
「こどもの自殺対策緊急強化プラン」（令和５年６

月２日こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会
議取りまとめ）に基づき、こどもの自殺の要因分
析やこどもの自殺対策の推進に資する広報啓発
活動に取り組んでいる。

令和７年度は、「こどもの自殺対策緊急強化プラ
ン」に基づき、こどもの自殺対策の推進に向けた
要因分析及び広報啓発活動を実施し、こどもの自
殺対策の強化を図り、こどもが自ら命を絶つよう
なことのない社会の実現を目指す。

要因分析については、令和6年度までの調査研
究の成果を踏まえ、相談窓口やオンライン掲示板
のテキストデータの分析を実施した。
　広報啓発については、高校生向けのワークショッ
プや大人向けの講演会等の対象者に応じた活動
を実施した。

引き続き、こどもの自殺の要因分析やこどもの
自殺対策の推進に向けた広報啓発活動に取り組
む。

また、令和７年６月に成立した自殺対策基本法
の一部を改正する法律を踏まえ、関係機関が連携
した早期支援の体制整備等に取り組む。

https://www.cfa.go.jp/
policies/kodomonojisat
sutaisaku/

こども家庭庁

15 人権相談（こどもの人権ＳＯＳミニレ
ター、外国人の人権問題対策）

全国各地で生起する様々な人権問題に広く対応
するため、全国の法務局・地方法務局における常
設相談所のほか、手紙、専用電話、インターネッ
ト、チャットにより人権相談を受け付けている。

令和７年度は、人権相談窓口の周知広報活動を
行い、人権相談窓口の認知度を継続的に向上さ
せる。
これにより、孤独・孤立に至っても支援を求める
声を上げやすい環境整備を推進する。

ポスターやリーフレット、インターネット広告等に
よる相談窓口の周知広報活動を行い、人権相談
窓口の認知度を継続的に向上させるよう努めた。

令和７年度における人権相談窓口の認知度は
30.7％であった。

引き続き、全国の法務局・地方法務局において、
対面、手紙、専用電話、インターネット、チャットに
より人権相談を受け付ける。

また、人権相談窓口の周知広報活動を行い、人
権相談窓口の認知度を継続的に向上させること
で、孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げ
やすい環境整備を推進する。

https://www.moj.go.jp/
JINKEN/index_soudan.
html

法務省

16 人権啓発活動の充実 国民一人一人の人権意識を高め、人権尊重思想
の普及高揚を図るために多様な人権啓発活動を
実施。

　令和７年度は、国民の幅広い層に対して、参加型
及び発信型の多様な人権啓発活動を実施し、人権
に関心をもってもらうことを目指す。
長期的には、国民一人一人の人権に関する理解・
関心の度合いに応じた人権啓発活動を行うこと
により、国民一人一人の人権意識を高め、人権尊
重思想の普及高揚を図る。
　これにより、孤独・孤立に至っても支援を求める
声を上げやすい環境整備を推進する。

令和7年度には、人権シンポジウムなどの参加
型や、インターネット広告などの発信型等、多様な
人権啓発活動を実施した。

それにより、国民の幅広い層に、人権に関心を
もってもらうことができたほか、国民一人一人の
人権に関する理解・関心の度合いに応じた人権啓
発活動を行うことにより、国民一人一人の人権意
識を高め、人権尊重思想の普及高揚を図ることが
できた。

引き続き、現在の目標及び達成の期間を維持す
る。

法務省

17 生活困窮者等に対する電話相談等の
実施

地域、家庭、職場のつながりが薄れ、社会的に孤
立し、様々な支援にたどり着くことができず、生
活困難が深刻化する例もみられる。このため、社
会的なつながりが希薄な方々が様々な悩みを相
談できるよう、電話による相談支援等を実施して
いる。

令和７年度は、生活困窮者など社会的なつなが
りが希薄な方々が様々な悩みを相談できるよう、
電話相談支援等を引き続き実施することにより、
社会的包容力の構築を目指す。

令和７年度も、生活困窮者など社会的なつなが
りが希薄な方々が抱える悩みが複雑化・多様化し
ている現状に対応するため、24 時間 365 日無
料の電話相談窓口を設置して、電話相談支援等を
実施した。

引き続き、生活困窮者など社会的なつながりが
希薄な方々が様々な悩みを相談できるよう、24
時間 365 日無料の電話相談窓口を設置して、電
話相談を行うほか、多様なデバイス等を活用した
相談支援の検討を進める。

https://www.since2011.
net/yorisoi/

厚生労働省

18 保護観察対象者等の特性に応じた指
導及び支援の充実強化

保護観察所において、保護観察対象者のうち、
薬物依存を有する者、性犯罪をした者等に対し、
薬物再乱用防止プログラム、性犯罪再犯防止プロ
グラム等を着実に実施し、さらに、医療・福祉機
関、民間支援団体による治療・支援につながるよ
う働き掛けを強化する。

出所受刑者の２年以内再入率を低下させること
を目指すほか、医療・福祉機関、民間支援団体等
による治療・支援を受けた保護観察対象者等の割
合を増加させることを目標に、令和７年度は、保
護観察対象者等の孤独・孤立の予防・解消に資す
るよう、保護観察対象者等に対する指導の充実を
図るとともに、医療・福祉機関、民間支援団体等と
の連携を推進する。

保護観察所において実施するプログラムの中
で、治療・支援を行う医療・福祉機関、民間支援団
体等を紹介する単元を通じて指導を行い、必要な
者を治療・支援に着実につなげたほか、関係機関
等との連絡会議を実施するなどして、連携体制の
強化を図った。

引き続き、薬物再乱用防止プログラム、性犯罪
再犯防止プログラム等を着実に実施するととも
に、医療・福祉機関、民間支援団体との連携を推
進する。

法務省
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19 医療観察対象者の社会復帰を促進す

るための地域処遇等の充実強化
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った

医療観察対象者に対し、保護観察所の社会復帰調
整官が関係機関と連携して地域社会における処
遇の充実を図り、その社会復帰を促進する。

令和７年度は、医療観察対象者の地域における
孤独・孤立の予防に資するよう、地域社会におけ
る処遇に携わる関係機関に対する本制度の普及・
啓発やケア会議等を通した連携を一層推進する。
これにより、社会復帰を実現したと評価できる医
療観察対象者の割合を増加させる。

医療観察対象者の地域における孤独・孤立の
予防に資するよう、保護観察所において、過去に
対象者の受入れ又は援助への協力実績のない障
害福祉サービス事業者に対して、５１３回（令和７
年度）医療観察制度の説明等を行い、本制度の普
及・啓発を行ったほか、ケア会議を３，０５０回（令
和７年）行い、地域社会における処遇に携わる関
係機関との連携を推進した。

これにより、社会復帰を実現したと評価できる
医療観察対象者の割合（精神保健観察事件終結
件数に占める保護観察所の長の申立てによる処
遇終了決定を受けた者及び期間満了により精神
保健観察を終了した者の割合）は９２．８％（令和７
年）となった。

引き続き、保護観察所の社会復帰調整官が関係
機関と連携して地域社会における処遇の充実を
図り、医療観察対象者の社会復帰を促進する。

https://www.moj.go.jp/
hogo1/soumu/hogo_ho
go11.html

法務省

20 困難を抱える在外邦人に対するきめ細
やかな支援の充実

海外で困難を抱える邦人の様々な相談に応じて
問題解決を図り、状況に応じた邦人保護や支援を
行っている。

令和７年度は、在外公館の領事担当者研修の更
なる充実化を図り、孤独・孤立問題についての知
識を更に深めて、きめ細やかな邦人援護につなげ
る。
在外公館において孤独・孤立対策に関する啓蒙

活動を推進し、在外邦人の間でも同問題の認知度
を高めていくことで孤独・孤立の「予防」に取り組
む。

・在外公館の領事担当業務の研修に孤独・孤立対
策に関する内容を織り込み、孤独・孤立問題に関
する知識を深化させ、同問題の認知度を高めるこ
とが出来た。
・e-ラーニング受講者人数は398名（令和８年3
月31日現在）であり、在外公館数223（政府代表
部を除く実館）のうち、多数の領事担当者が受講
した。
・在外邦人でDVによる深刻な問題を抱える方に
対し、海外からも支援法人に繋がることを案内し
たカード型（QRコード・URL記載）の案内資料を
配布するなど、法人の側面支援活動を行った。

・毎年、多くの在外公館では領事担当者の交代が
行われるため、継続して研修等により同問題の知
識を深化させ、認知度を高めて在外邦人の孤独・
孤立「予防」に取り組む。

・令和８年度に向けて、e-ラーニングのコンテンツ
更新を進めており、領事担当の受講については継
続して推進していく。

・長期目標としている在外邦人の孤独・孤立の実
態調査から得られた結果を踏まえた邦人援護の
更なる改善については、令和８年度も委託する
NPO法人を中心に広く周知する活動に取り組ん
でいく。

・外務省ホームページへ掲載する支援団体が増え
たことで専用ポスターを更新し、企業・団体や学
生セミナーの資料に活用するなど広く周知を図っ
ていく。

外務省

21 個別労働紛争対策の推進 全国に設置している「総合労働相談コーナー」に
おいて、性的指向・性自認に関連する労働問題を
含むあらゆる労働問題について相談対応を実施
している。

令和７年度は、引き続き、「総合労働相談コー
ナー」において性的指向・性自認に関連する労働
問題を含むあらゆる労働問題について相談でき
る旨を、厚生労働省ホームページやパンフレットに
記載して周知を図り、認知を広めることを目指
す。
長期的には、引き続き、性的指向・性自認に関連
する労働問題を含むあらゆる労働問題に関して
寄せられる相談に適切に対応することを通じて、
労働問題を契機とした孤独・孤立の予防・解消を
図ることを目指す。

「総合労働相談コーナー」において性的指向・性
自認に関連する労働問題を含むあらゆる労働問
題について相談できる旨を、厚生労働省ホーム
ページやパンフレットに記載して周知を図り、認知
を広めるとともに、相談対応を行った。

引き続き、 「総合労働相談コーナー」において
性的指向・性自認に関連する労働問題を含むあら
ゆる労働問題について相談できる旨を周知し、認
知を広めることに取り組む。

https://www.mhlw.go.j
p/general/seido/chihou
/kaiketu/soudan.html

厚生労働省

22 障害者団体等が行う障害特性の理解
を図る啓発事業についての発信

障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓
発事業について一覧的に情報発信し参加を促進
する。

本施策は、障害者団体等が行う啓発事業に、国
民が参加することを促し、障害特性に関する理解
を深めることを目標とする。障害のある人への社
会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとい
う「障害の社会モデル」の考え方を、広く国民に周
知することで、社会における障害のある人に対す
る偏見や差別を解消し、ひいては障害のある人の
孤独・孤立の状態の予防、解消及び適切な支援等
につなげる。

障害者政策委員会委員が所属する団体に対し
て、啓発事業の情報提供の依頼を行い、一覧的に
発信する準備を行った。

障害者団体等と連携し、一覧的に情報発信を行
うことで、国民が参加することを促し、障害特性
に関する理解を深めることを目指していく。

内閣府

　①相談支援体制の整備（電話・ＳＮＳ相談の 24 時間対応の推進等）

（２）状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる

5



 
23 ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭が安心して子育てをしながら経済

的に自立をした生活ができるよう、「子育て・生活
支援策」、「就業支援策」、「養育費確保等支援策」、
「経済的支援策」の４本柱により施策を推進。ま
た、相談支援体制を強化し、当事者のニーズに応
じた総合的な支援を実施し、ひとり親家庭の自立
の促進に対する支援や、子育て・生活環境の整備
を行う。

令和７年度は、ひとり親家庭に対する各支援施
策の充実を図る。
これにより、家計の維持とこどもの養育を一人で
担い、経済的にも厳しい状況で孤独・孤立を感じ
やすいひとり親家庭が、仕事と子育てを両立しな
がら経済的に自立するとともに、ひとり親家庭の
こどもが心身ともに健やかに成長できるような環
境の整備を促進する。
長期的には、支援を必要とするひとり親家庭に必
要な支援を行い、就業を基本とした経済的な自立
につなげる。

これから事業の活用を検討する自治体の参考と
なるよう、事例集を作成し、自治体に周知を行っ
た。また、自治体に対して事業の更なる活用を促
すため、拡充内容を中心に説明会を行った。

引き続き、ひとり親家庭に対する各支援施策の
充実を図り、家計の維持とこどもの養育を一人で
担い、経済的にも厳しい状況で孤独・孤立を感じ
やすいひとり親家庭が、仕事と子育てを両立しな
がら経済的に自立するとともに、ひとり親家庭の
こどもが心身ともに健やかに成長できるような環
境の整備を促進する。

長期的には、支援を必要とするひとり親家庭に
必要な支援を行い、就業を基本とした経済的な自
立につなげる。

こども家庭庁

24 児童生徒における重大ないじめ対策の
推進

いじめの重大事態件数が過去最多となったこと
を踏まえ、１人１台端末等を活用した児童生徒の
悩みや不安の早期発見・早期対応、いじめの重大
事態の実態把握・分析を踏まえたガイドラインの
改訂、いじめの早期発見・支援に向けた自治体へ
のサポートチームの派遣等を実施している。

令和７年度は、いじめにより、悩みや不安を抱え
る児童生徒が孤立し、被害が深刻化しないよう、
関係機関の連携体制の整備や教育相談体制の充
実を図ることを目指す。
このため、具体的な目標として、
・いじめの問題に関して校内研修を実施している
学校の割合を毎年度90％以上にする（令和５年
度：85.7％）。
・学校におけるいじめの問題に対する日常の取組
のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を
図った学校の割合を前回調査時の値（令和５年
度：41.1％）よりも増加させる。

いじめの問題に関して校内研修を実施している
学校の割合は令和６年度は、86.9％となり、前年
度より、1.2ポイント増加した。
・学校におけるいじめの問題に対する日常の取組
のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を
図った学校の割合は、令和６年度は、46.4%と前
回調査よりも増加している。

いじめの重大事態件数は令和６年度も過去最多
となっていることから、１人１台端末等を活用した
児童生徒の悩みや不安の早期発見・早期対応、い
じめの重大事態の実態把握・分析を踏まえたガイ
ドラインの改訂内容の周知徹底、いじめの早期発
見・支援に向けた自治体へのサポートチームの派
遣等を実施していく。

文部科学省
こども家庭庁

25 不登校児童生徒への支援の推進 不登校児童生徒数が過去最多となったことを踏
まえ、教育支援センターの機能強化等を通じた多
様で適切な教育機会の確保に取り組むとともに、
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー
カーの重点配置等の教育相談体制の整備などを
実施している。

様々な課題を抱え、孤独・孤立を感じやすい不
登校児童生徒に対して支援を行うため、関係機関
の連携体制の整備や教育相談体制の充実を目指
す。
これにより、小・中学校の不登校児童生徒のうち、
学校内外の相談機関等で相談、指導等を受けた
児童生徒数を、次回調査時において、前回調査時
（令和５年度：212,114人）より増加することを目
指す。

小・中学校の不登校児童生徒のうち、学校内外
の相談機関等で相談・指導等を受けた児童生徒数
は、令和６年度において、218,246人となり、前
年度より約６千人増加した。
また、学校内外と相談機関等で相談・指導等を受
けていない児童生徒のうち、担任等から継続的な
相談・指導等を受けた児童生徒数は、令和６年度
において、120,759人となり、前年度より約１千
人増加した。

目標については達成されているほか、小・中学
校の不登校児童生徒数は過去最多ではあるもの
の、その増加率が低下するなど、状況の変化もみ
られていることから、引き続き、教育支援センター
の機能強化やスクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーの配置等を通じて、誰一人取り残
されない学びの保障に向けた不登校対策に取り
組む。

文部科学省
こども家庭庁

26 妊娠期から子育て期にわたる切れ目の
ない支援

出産後１年を経過しない母子に対して心身のケ
アや育児のサポート等を行う産後ケア事業等や、
児童福祉と母子保健の一体的な相談支援等を行
うこども家庭センターにおいて、産前産後から子
育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を行
う。

産後ケア事業について、必要とする全ての方が
利用できるようにするための提供体制の確保の
取組を進めるとともに、児童福祉と母子保健の一
体的な相談支援等を行うこども家庭センターにお
いて、産前産後から子育て期を通じた切れ目のな
い継続的な支援を行うことにより、妊産婦等の孤
独感や負担感の解消に資する取組の充実を図る。

令和７年度に、「兄姉や生後４か月以降の児を受
け入れる施設への加算」、「宿泊型について、夜間
に職員配置を２名以上にしている施設への加算」
を創設した。

また、子ども・子育て支援法の改正により、令和
７年度から産後ケア事業を「地域子ども・子育て支
援事業」に位置づけ、国、都道府県、市町村の役割
を明確にし、各都道府県等において「量の見込み」
と「提供体制の確保の内容」等を定めた計画を策
定いただく等により、計画的な提供体制の整備を
進めていくこととしている。

さらに、事業費負担や費用補助については、令
和７年度から、産後ケア事業の事業費について都
道府県負担を導入し、市町村負担の軽減を図ると
ともに、令和６年度補正予算では、受入れ人数を
増やすための増改築に対する施設整備等の補助
の拡充を実施した。

引き続き、産後ケア事業の提供体制の確保に向
けた取組を進め、妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援を提供し、妊産婦等の孤立感や負
担感の解消に資する取組の充実を図る。

こども家庭庁

27 無戸籍者問題解消事業 日本国民の身分関係を公証する戸籍に記載さ
れない場合、様々な行政サービスを十分に受けら
れず、孤立してしまうおそれがあることから、法務
省及び法務局・地方法務局が中心となって継続的
な支援を行い、無戸籍者の解消を目指している。

令和７年度中に、リーフレットなどを作成して関
係機関に配布するとともに、ホームページに掲載
する。
長期的には、無戸籍者の実情についての理解を深
め、迅速な無戸籍者の解消を図る。
これにより、戸籍に記載がない方が、そのことに
より社会生活を営む上で様々な不利益を被って
いる状況を改善し、ひいては、社会生活の中で生
じる孤独・孤立の予防・解消を推進する。

令和７年度に、リーフレットなどを作成して関係
機関に配布するとともに、ホームページに掲載し
た。

令和８年３月１０日現在、把握している無戸籍者
数は６６９名であり、解消された者は累計で４，６
６２名と、無戸籍者の解消は進んでいる。

引き続き無戸籍者の解消に資するよう、リーフ
レットなどの作成及び配布を継続する。

https://www.moj.go.jp/
MINJI/minji04_00034.ht
ml

法務省
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28 学生のメンタルヘルスケア支援等 各大学等に対し、相談窓口等の情報や学内相談

体制の整備について、周知・啓発を行うとともに、
関係機関と協力し、学生のメンタルヘルスケアに
関する調査を実施している。

令和７年度は、現在の学生の孤独・孤立等の実
態や背景を把握し、対応施策を検討・実施するこ
とや、大学等に対して学生相談体制の充実を要請
することにより、学生の孤独・孤立の実態に即し
た取組を進展させることを目標とする。
長期的には、学生の孤独・孤立の実態の推移や新
たな課題等を把握し、対応施策の実施や、大学等
に対する継続的な情報提供を行いつつ、学生相談
体制の充実を要請することにより、学生の孤独・
孤立の実態等に即した取組を進展させ、学生の望
まない孤独・孤立の状況を改善させることを目標
とする。

「大学における死亡学生実態調査」や「大学等に
おける学生支援の取組状況に関する調査」によ
り、学生の孤独・孤立等の実態を把握し、大学等の
学生支援担当の教職員が集まる会議等において
学生のメンタルヘルスケアに関する周知・啓発を
行ったほか、学生の相談体制の整備に関する通知
を発出する等、学生の孤独・孤立の実態等に即し
た取組の促進を図った。

引き続き、大学等の学生支援担当の教職員が集
まる会議等での学生のメンタルヘルスケアに関す
る周知・啓発や学生の相談体制の整備に関する通
知の発出等、様々な機会を通じて学生の孤独・孤
立の実態等に即した取組の促進を図る。

文部科学省

29 フリーランスに対する相談支援等の環
境整備事業

フリーランスと発注者等との取引上のトラブル
について、フリーランスの方が弁護士にワンストッ
プで相談できる窓口（フリーランス・トラブル110
番）の設置・運営を行う。

フリーランスと発注者等との間に取引上のトラ
ブルが生じたときにワンストップで相談できる相
談窓口として丁寧な相談対応に取り組むことによ
り、フリーランスとして働く方が安心して働ける環
境や相談しやすい環境を整備することを通じて、
孤独・孤立対策に資することを目指す。
相談者に対し、都度利用満足度に係るアンケート
調査を実施しているが、令和７年度は、その80％
以上から「満足した」との回答を得る。

フリーランスと発注者等との間に生じた取引上
のトラブルについての相談について、丁寧な相談
対応に取り組んできたところ。
令和７年度の利用満足度を計るアンケート調査で
は、全体の相談者の約73％の相談者から「満足し
た」との回答を得ている。

利用満足度の向上に向け、引き続き、本窓口に
おいて、フリーランスとして働く方に対し丁寧な相
談対応に取り組んでいく。

https://freelance110.m
hlw.go.jp/

厚生労働省

30 求職者への就職支援の充実 求職者への就職支援として、ハローワークにお
ける担当者制によるきめ細かな就職支援やトライ
アル雇用する事業主への助成等を実施している。

令和６年度中に、再就職支援プログラム事業を
行う就職支援ナビゲーター１人当たりの本プログ
ラム開始件数を206件以上とし、本プログラム利
用者の就職率を84.5％以上とする。
マザーズハローワーク事業における、担当者制に
よる就職支援を受けた重点支援対象者数を
64,049人以上とし、本重点支援対象者の就職
率を95.9％以上とする。
ハローワークの求職者を対象に、高いストレス状
態にある方に対して、メールによるカウンセリン
グを受けられる体制や、臨床心理士などの専門家
による巡回相談の体制を整備することにより、当
該求職者等のストレス状態の軽減を図り、早期再
就職の促進を図る。
トライアル雇用助成金については、常用雇用移行
率を71.2％以上とする。

就職支援プログラム事業は、雇用保険受給資格
者のうち特に早期の再就職の意欲の高い者及び
就職活動のプロセスに複数又は深刻な問題を抱
えるものに対して、就職支援ナビゲーターによる
個々の状況に応じた計画的で一貫した支援を実
施し、令和７年度は就職支援ナビゲーター１人当
たりの本プログラム開始件数212件、本プログラ
ム利用者の就職率86.0％を達成した。
マザーズハローワーク事業において、子育て中の
女性等に対するきめ細かな就職支援を実施した。
（令和７年度実績：重点支援対象者数63,916人、
重点支援対象者の就職率97.9％）
失業中などで高いストレス状態にある求職者への
ストレス軽減対策（専門家による巡回相談やストレ
スチェックシートの配布・メール相談）を実施した。
トライアル雇用助成金の令和６年度の常用雇用移
行率は７１．３％であった。

引き続き、担当者制によるきめ細かな就職支援
を実施していく。
引き続き、マザーズハローワーク事業において、

子育て中の女性等に対するきめ細かな就職支援
を実施するとともに、支援の情報が行き渡るよ
う、広報動画やSNSの活用等による周知を行っ
ていく。

引き続き、失業中などで高いストレス状態にあ
る求職者へのストレス軽減対策（専門家による巡
回相談やストレスチェックシートの配布・メール相
談）を実施する。

引き続き、トライアル雇用助成金の周知・広報を
図り求職者の常用雇用への移行を支援していく。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/ko
you/newpage_16286.ht
ml
https://www.mhlw.go.j
p/stf/newpage_21046.h
tml

厚生労働省

31 障害者相談支援体制の充実・強化 基幹相談支援センターの設置促進及び基幹相談
支援センターへの専門的職員の配置や地域にお
ける相談支援事業者等に対する専門的な指導・助
言等を実施する。

基幹相談支援センターの更なる設置促進及び基
幹相談支援センターの役割の充実･強化に向けて
必要な対応を行う。
また、令和８年度末までに、全ての市町村におい
て基幹相談支援センターを設置すること、基幹相
談支援センターが相談支援体制の充実・強化等に
向けた取組の実施体制を確保する。
これにより、住民にとってわかりやすく、アクセス
しやすい相談の入口として、どのような相談もま
ずは受け止める総合的な相談を実施し、孤独・孤
立の問題を含む、障害者等の相談支援を推進す
る。

基幹相談支援センターの設置促進策として地域
生活支援促進事業において「都道府県による基幹
相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進
事業」を実施し、都道府県による管内市町村への
整備の促進を後押ししたほか、障害者地域生活支
援体制整備事業により全国の都道府県を対象に
した「ブロック会議」及び市町村を対象にした「オ
ンライン研修」を実施した。

引き続き、「都道府県による基幹相談支援セン
ター・地域生活支援拠点等整備促進事業」及び「障
害者地域生活支援体制整備事業」を実施し、都道
府県・市町村の職員やアドバイザー等を対象に好
事例の展開や意見交換の場を設けるなどにより、
都道府県による管内市町村への整備を促進して
いく。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/sh
ougaishahukushi/servic
e/chiikiseikatsu_shient
aisei_seibi.html

厚生労働省
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32 障害者差別の解消に向けた相談体制

の整備
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基

本方針に基づき、障害者差別解消法に関する質問
に回答すること及び障害を理由とする差別等に
関する相談を適切な相談窓口に円滑につなげる
ための調整・取次を行う「つなぐ窓口」を設置す
る。

令和７年４月より「つなぐ窓口」を本格実施し、孤
独・孤立状態に至りやすい障害のある方等からの
相談を適切な窓口につなぐことを通じて、社会に
おける障害者差別を解消し、孤独・孤立の予防・解
消を目指す。

令和７年4月より「つなぐ窓口」を本格実施し、孤
独・孤立状態に至りやすい障害のある方等からの
相談を適切な相談窓口等に取り次いでいる。9月
に専用ウェブサイトを開設し、障害特性に関わら
ず容易に相談できる相談フォームや電話リレー
サービス（手話リンク）による相談受付を開始する
ことにより、社会における障害者差別を解消し、
孤独・孤立の予防・解消に取り組んでいる。

令和８年度も引き続き「つなぐ窓口」を設置する
とともに積極的な利用を周知する。
「つなぐ窓口」と各府省庁及び全国の地方公共団
体等が連携して相談事案を解決して障害者差別
の解消を図るとともに、孤独・孤立の予防・解消を
目指す。

つなぐ窓口
https://sabekai-
tsunagu.go.jp/

内閣府

33 行政相談における孤独・孤立対策の充
実・強化

総務省の行政相談は､国の行政などに関する相
談を受け付け、その解決を図るとともに、行政の
制度や運営の改善に活かす仕組みである。

孤独・孤立の問題を抱える当事者への広報活
動、多様な相談手段の活用の強化により、当事者
が行政相談を利用することで、困りごとの解決を
図る。
また、実際の相談対応に当たっては、各種支援策
を網羅的に把握した上で、具体的な問題をどのよ
うな機関に相談し支援を求めれば良いのか分か
らない場合や、各府省の相談窓口で解決しなかっ
た場合の相談に対し、必要な情報の提供や関係機
関等への橋渡しを行うなど、相談者に寄り添って
役に立つ行政相談を行う。
令和７年度においては、令和６年度の広報の検証
結果を踏まえ、更なる行政相談のアクセス手段の
多様化を図ることを目標とする。

若年層や一人暮らし高齢者層を主なターゲット
に、令和8年３月の約１か月間様々なインターネッ
トページに行政相談の広告の掲載を行った。この
際、遷移先の行政相談のトップページ直下に電話
相談、メール相談及び「国・地方チャットボット（Ｇ
ｏｖｂｏｔ（ガボット））」に繋がるボタンを設置し、相
談者のニーズに合わせて行政相談を直感的に利
用できる環境を整えた。

令和8年度は、孤独・孤立問題などを抱える方々
に行政相談を認知してもらえるよう、引き続きデ
ジタル広報に取り組み、行政相談にアクセスしや
すい環境の整備を図る。

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/hyouka/
soudan_n/with-
kikumimi/

総務省

34 自殺対策の取組の強化 依然として、社会的孤立等の影響による自殺リ
スクの高まりが懸念されていることから、自殺防
止に関する全国的な活動を実施する民間団体に
おける取組の支援等を行う。

地方自治体が地域自殺対策計画に基づき、それ
ぞれの地域の特性に応じた自殺対策を推進する
ことを通じて、誰も自殺に追い込まれることのな
い社会の実現を目指す。

地域自殺対策強化交付金を交付することによ
り、地域の実情に応じた実践的な取組を行う地方
自治体や広く全国に事業を展開する民間団体の
取組を支援している。

引き続き、地域自殺対策強化交付金を交付する
ことにより、地域の実情に応じた実践的な取組を
行う地方自治体や広く全国に事業を展開する民
間団体の取組を支援することを通じて、誰も自殺
に追い込まれることのない社会の実現を目指す。

厚生労働省

35 国家公務員の心の健康づくり 各府省等が独自に研修等を実施することができ
ない府省等の職員若しくは業務等の都合により
参加できなかった職員を対象に、①孤独・孤立に
より心が不健康な状態となる前の予防、②心が不
健康となり長期病休となった場合の円滑な職場
復帰の支援と再発防止、③メンタルヘルスに関す
る研修等を補完的に実施。

孤独・孤立により心が不健康な状態となる前の
予防、心が不健康となり長期病休となった場合の
円滑な職場復帰の支援と再発防止及び、メンタル
ヘルスに関する研修等を独自に実施できない省
庁等に対し、独自に実施できるよう、令和７年度
は、研修等の方策を提示するとともに、研修の内
容については受講者からのアンケート結果を踏ま
え、見直しを図るなどして、各省の取組を支援す
る。
これにより、国家公務員の心の健康づくりを通じ
た、孤独・孤立の予防・解消に資することを目指
す。

独自に研修等を実施することができない府省等
の職員又は業務等の都合により参加できなかっ
た職員を対象に、①孤独・孤立により心が不健康
な状態となる前の予防、②心が不健康となり長期
病休となった場合の円滑な職場復帰の支援と再
発防止、③メンタルヘルスに関する研修を補完的
に実施した。

引き続き研修等の方策を提示するとともに、研
修の内容については受講者からのアンケート結果
を踏まえ、見直し等を図る。

内閣官房

36 防衛省・自衛隊におけるカウンセリン
グ・相談体制の充実

防衛省・自衛隊において、悩みの深刻化の未然
防止などを図るため、各駐屯地等に部内相談員や
部内カウンセラー及び臨床心理士を配置し、これ
らの者に対するカウンセリング能力向上教育を行
うとともに、民間のカウンセラーの招へいや若年
層を主な対象とした、ＳＮＳを活用した相談体制を
構築する。

令和７年度は、ＳＮＳによる相談窓口の設置期間
を拡充（４月から翌年３月まで）し、相談者の利便
性向上を図るとともに、気軽に相談できる環境づ
くりを推進するほか、臨床心理士やカウンセラー
の養成教育に必要な部外講師を招へいすること
などにより、カウンセリングに対する心理的な抵
抗を低減させることに努める。
長期的には、全ての職員が相談したいときやカウ
ンセリングを受けたいときに、部隊等ですぐに相
談ができたり、カウンセリングを受けたりすること
ができる体制の整備を目指す。
これらの取組により、防衛省・自衛隊における孤
独・孤立の予防等を推進する。

令和７年4月から令和8年３月までの期間にお
いて、部外カウンセラーによるLINEを活用した相
談窓口を設置し、様々な悩みを抱える隊員からの
相談に対応。

引き続き、部外カウンセラーによるLINEを活用
した相談窓口を設置し、様々な悩みを抱える隊員
からの相談に対応する。

防衛省
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37 こころの健康相談室の運営 一般職国家公務員やその家族、職場の上司等を

対象として、職員自身、家庭、職場における部下等
に関する悩みの相談に専門医等が応じている（面
談方式）。

令和５年７月より全ての窓口にオンライン相談を
拡充したところであり、令和７年度も引き続き、各
地域の心の悩みの相談を希望する職員が相談し
やすい環境を整えることにより、孤独感・孤立感
を含む職員の心の問題の解決を図り、職員のここ
ろの健康づくりに資することを目指す。

令和7年度も令和6年度に引き続き、オンライン
も活用しながら、こころの健康相談を実施した。
（令和7年度の相談件数：３０３件）

令和８年度も引き続き、職員が心の悩みの相談
をしやすい環境をオンラインも活用しながら整え
る。

https://www.jinji.go.jp/
seisaku/soudan/mentls
oudan.html

人事院

38 地方公務員のメンタルヘルス対策に対
する支援

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会（以
下「安衛協」という。）において、地方公共団体のメ
ンタルヘルス対策担当者向けの相談事業を実施し
ており、総務省では当該事業を含む各種相談窓口
の活用について地方公共団体に周知するなど、そ
の取組を支援している。

令和７年度は、地方公共団体におけるメンタル
ヘルス対策を推進するため、様々な機会を捉えて
各種相談窓口を周知し、積極的な活用を促すこと
を通じて、メンタルヘルス不調者の予防・早期発
見につなげ、地方公務員のメンタルヘルス不調者
をできる限り抑制し、職員が孤独・孤立に陥らな
いよう取り組むことを目標とする。

令和7年度は、地方公共団体におけるメンタル
ヘルス対策を推進するため、様々な機会を捉えて
各種相談窓口を周知し、積極的な活用を促した。

多くの地方公共団体がメンタルヘルス対策に取
り組んでいる一方、地方公務員のメンタルヘルス
不調による長期病休者が増加している。

【参考】
メンタルヘルス対策に取り組んでいる部局の割
合：93.6％（令和６年度）メンタルヘルス不調によ
る休務者数：50,176人（令和６年度）、48,952
人（令和５年度）、44,764人（令和４年度）
（出典）地方公共団体の勤務条件等に関する調査

安衛協が実施する地方公共団体のメンタルヘル
ス対策担当者向けの相談事業を含む各種相談窓
口の積極的な活用を促すことで、地方公共団体に
おける相談体制の整備が図られるよう、引き続き
地方公共団体に要請していく。
また、令和３年度から令和７年度にかけて開催し

た地方公務員のメンタルヘルス対策に関する研究
会での調査研究を踏まえ、令和８年度より、安衛
協において実施するメンタルヘルス対策に関する
計画策定を検討する地方公共団体へのアドバイ
ザー派遣事業の積極的な活用を促すなど、引き続
き地方公務員のメンタルヘルス対策の推進を図
る。

https://www.jalsha.or.j
p/schd/schd08/

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/jichi_gy
ousei/koumuin_seido/a
nzen_koumu_mhr7.html

総務省

39 ＤＶ被害者等支援 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律」（平成13年法律第31号。以下「ＤＶ
防止法」という。）等に基づき、被害者の保護及び
支援、相談体制の整備等の強化を図る。

民間シェルター等と連携して先進的な取組を行
う地方公共団体を支援すること等により、地域に
おけるＤＶ（配偶者からの暴力）被害者への支援体
制の更なる充実を図ることを通じて、多様な困難
に直面するＤＶ被害者等の孤独・孤立の防止を図
る。

内閣府においては、最寄りの配偶者暴力相談支
援センターにつながるＤＶ相談ナビ（全国共通番
号「#8008（はれれば）」）を運用するとともに、
24時間体制の電話相談に加え、チャットでも相談
可能な「ＤＶ相談＋（プラス）」を実施している。

また、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金
（配偶者暴力被害者等支援調査研究事業）の交付
により、民間シェルター等が官民連携の下で行う
先進的な取組を推進する都道府県等への支援を
行っている。

令和８年度も引き続きＤＶ相談ナビやＤＶ相談＋
（プラス）の周知など、被害者支援の充実に取り組
む。 また、民間シェルター等が官民連携の下で行
う先進的な取組を推進する都道府県等への交付
金による支援を行うことにより、ＤＶ被害者等に
対する支援の更なる充実・強化に努める。

①DV相談ナビ
https://www.gender.go.
jp/policy/no_violence/d
v_navi/index.html
②DV相談＋（プラス）
https://soudanplus.jp/

内閣府

40 性犯罪・性暴力被害者等支援 性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を踏みにじる重
大な人権侵害であり、決して許されるものではな
いこと等に係る啓発の強化や相談窓口の周知等
に取り組むとともに、多様な相談者が利用しやす
いよう相談支援の充実を図る。

相談窓口の整備やワンストップ支援センターの
支援体制の更なる充実により、性犯罪・性暴力被
害者の孤独・孤立の防止を図る。

ワンストップ支援センターについて、支援員の処
遇改善、24時間365日対応化、拠点となる病院
における環境整備等が促進されるよう、都道府県
等に対して「性犯罪・性暴力被害者支援のための
交付金」を交付している。

また、ワンストップ支援センターにつながる全国
共通番号「#8891（はやくワンストップ）」を運用
しているほか、最寄りのワンストップ支援センター
の運営時間外に対応する「性暴力被害者のための
夜間休日コールセンター」を運営している。さら
に、若年層等の性暴力被害者が相談しやすいよ
う、ＳＮＳ相談「Cure time（キュアタイム）」による
相談事業も実施している。

令和８年度も引き続きワンストップ支援センター
につながる全国共通番号「#8891（はやくワンス
トップ）」等の周知や、都道府県等への交付金によ
る支援等により、ワンストップ支援センターにおけ
る相談支援の更なる充実を図る。

①ワンストップ⽀援セン
ター
https://www.gender.go.
jp/policy/no_violence/s
eibouryoku/consult.htm
l
②Cure time（キュアタ
イム）
https://www.gender.go.
jp/link/policy_olink/olin
k_no_violence80.html

内閣府
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41 犯罪被害者等支援の推進 都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが

る全国共通番号「＃8103（ハートさん）」を運用す
るほか、犯罪被害者等に対するカウンセリング体
制の整備、犯罪被害者等の援助を行う民間の団
体と連携した犯罪被害者等支援等の各種施策を
推進する。

「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３年３月
30日閣議決定）の計画期間である令和８年３月ま
での間、都道府県警察の性犯罪被害相談電話に
つながる全国共通番号「＃8103（ハートさん）」
の運用及び周知、警察における公認心理師、臨床
心理士等の資格を有する部内カウンセラーの確
実かつ十分な配置によるカウンセリングの充実及
びその周知、犯罪被害者等の援助を行う民間の団
体との連携の一層の強化といった取組を推進す
ることで、犯罪被害者等の孤独・孤立の防止を図
る。

・都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る全国共通番号「＃８１０３（ハートさん）」につい
て、警察のウェブサイト、ポスター、政府広報等を
通じた広報を行っている。
・全ての都道府県警察において、部内カウンセ
ラーの配置とカウンセリング料の公費負担制度の
運用をしており、適切なカウンセリング体制が構
築されている。
・都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助
団体として指定した民間被害者支援団体に対し、
犯罪被害者等の同意を得た上で、犯罪被害の概
要等について情報提供を行うなど、緊密な連携を
図っている。

「第5次犯罪被害者等基本計画」（令和８年３月
17日閣議決定）の計画期間においても、引き続
き、犯罪被害者等支援の推進に係る各種施策を
推進する。

https://www.npa.go.jp/
higaisya/seihanzai/seih
anzai.html

https://www.npa.go.jp/
hanzaihigai/portal/pdf/
r7goannai.pdf

https://www.npa.go.jp/
hanzaihigai/dantai/shie
n top.html

警察庁

42 インターネット上の誹謗中傷等に関す
る相談体制の充実

インターネット上に流通した情報による被害に関
係する一般利用者などからの相談を受け付け、具
体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を
行う「違法・有害情報相談センター」を平成21年
度から設置・運営している。

令和７年度も引き続き、相談センターホームペー
ジ上にチャットボットを設置することで、相談者の
心理的、時間的なハードルを取り除き、相談者の
利便性向上を図ることで、相談者がより相談しや
すい環境の整備を推進する。

令和６年度より相談センターホームページ上で
チャットボットを設置することで、相談者の相談に
係る心理的・時間的ハードルを取り除き、相談者
の利便性向上を図ることで、より相談しやすい環
境の整備を推進することに寄与した。

引き続き、チャットボットをはじめとする違法・有
害情報相談センターの運営を通じてインターネッ
ト上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実を図
る。

https://ihaho.jp/ 総務省

43 外国人受入環境整備交付金による一
元的相談窓口への支援

在留外国人が適切な情報や相談場所に迅速に
到達できるよう、情報提供・相談を多言語で行う
一元的な相談支援体制の構築に取り組む地方公
共団体を支援。

地方公共団体における継続的な相談体制の確
保を促進する。
また、外国人受入環境整備交付金を活用した一元
的相談窓口の設置・運営事例について取りまとめ
ている「一元的相談窓口設置・運営ハンドブック」
を活用して、一元的相談窓口の設置を検討する地
方公共団体の取組を後押しする。
これにより、地域における外国人の受入れ環境の
整備を促進し、多文化共生社会の実現を通じて、
地域における外国人の孤独・孤立の予防・解消を
推進する。

「一元的相談窓口設置・運営ハンドブック」を改
訂し、地方公共団体から収集した情報を反映する
など情報提供の取組を行った。

外国人受入環境整備交付金について、令和７年
度は、新たに８の地方公共団体に対して交付決定
し、今後新たに申請を行いたいとする地方公共団
体からの相談への対応も行っている。

　引き続き「一元的相談窓口設置・運営ハンドブッ
ク」等により交付金の効果的な活用方法等の周知
に努める。
また、一元的相談窓口だけでは情報が届きにくい
層にも生活に必要な制度やルールを周知するアウ
トリーチ型のオリエンテーションの取組を試行的
に実施し、その実施状況等を踏まえつつ、地方公
共団体からの意見・要望等を整理し、外国人受入
環境整備交付金についての見直し等、一元的相談
窓口の改善に向けた方策を検討する。

外国⼈受⼊環境整備交付
⾦について
(https://www.moj.go.jp
/isa/support/coexisten
ce/nyuukokukanri02_00
039.html)

法務省

44 更生保護に関する地域援助の推進 犯罪をした者等が、地域社会で孤立することな
く必要な支援を受けることができ、安定した生活
を送ることができるよう、保護観察所において、
地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、情報
の提供、助言等の必要な援助を行う。また、犯罪
をした者等が、地域社会で孤立することなく必要
な支援を受けることができるよう、保護観察所と
地域における関係機関・団体等との連携体制の整
備に取り組む。

犯罪をした者等が、地域社会で孤立することな
く必要な支援を受けることができ、安定した生活
を送ることのできる環境整備を目指し、令和７年
度は、保護観察所と地域における関係機関・団体
等と連携した地域支援ネットワークの構築を推進
する。
これにより、出所受刑者の２年以内再入率を低下
させることを目指す。

保護観察所と地域における関係機関・団体等と
連携した地域支援ネットワークの構築の推進のた
め、令和７年に保護観察所が地域の関係機関・団
体等に対し、事例検討会・研修・広報活動等への協
力、個別事案への助言等のほか、連携体制構築の
ための働き掛け等を実施した件数は２，５１１件
（速報値）であった。

また、地域の関係機関・団体等からの相談を受
け付け、必要な援助等を行うため、各保護観察所
に設けた犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」の
活用や、関係機関と連携した支援に係るリーフ
レット作成など、周知・広報のための取組を行っ
た。

引き続き、犯罪をした者等が、地域社会で孤立
することなく必要な支援を受けることができるよ
う、保護観察所と地域における関係機関・団体等
との連携体制の整備に取り組む。

https://www.moj.go.jp/
hogo1/soumu/hogo01_
00024.html

法務省
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45 在外邦人の孤独・孤立にかかるチャッ

ト相談体制の強化支援
国内ＮＰＯ等が海外の孤独・孤立に悩む在外邦

人からの相談に対応できるよう支援する。
在外邦人は、その置かれた状況から孤独・孤立

状態に陥りやすいという背景を踏まえ、令和６年
度は、ＮＰＯに「在外邦人のための孤独・孤立相談
窓口業務」を委託し、在外邦人からの相談に適切
に対応できる体制を整えた。令和７年度は同相談
窓口業務を継続すると共に、これら海外からの相
談データを取りまとめて公開することで、多数の
ＮＰＯ等が海外特有の相談へも対応できるよう側
面からの支援を行う。

・令和6年度より、「在外邦人のための孤独・孤立
相談窓口業務」をNPOへ業務委託し、現地対応を
要する相談案件には、本省及び在外公館と連携し
て速やかかつきめ細やかな対応が出来る体制を
維持している。

・令和７年度の海外からの相談データは、年度末
に向けて鋭意取りまとめ作業を進めており、令和
８年5月を目途に外務省海外安全ホームページへ
掲載する。（関連URLから専用ページ内「お知ら
せ」欄に令和6年度報告を掲載しており同様に掲
載する）

・施策の見直しはなく、令和８年度も「在外邦人の
ための孤独・孤立相談窓口業務」のNPO法人への
業務委託を継続していく。

https://www.anzen.mof
a.go.jp/life/info2021070
7.html

外務省

46 メンタルヘルスに関する正しい知識と
理解を有する心のサポーターの養成

精神障害やメンタルヘルスに対する正しい知識
と理解を持って精神障害者等への支援を行う「心
のサポーター」を養成する。

令和６年度から心のサポーター養成研修を全国
に展開し、10年間で100万人の心のサポーター
を養成することにより、心のサポーター養成研修
を受講した地域住民が増加することを通じ、精神
疾患に対する理解が促進するとともに、精神障害
者が地域や職域での支援を受けられ、地域で安心
して自分らしい暮らしができる基盤整備・体制整
備を構築することを目指す。

令和７年度から心のサポーター養成研修につい
て、支援の対象を自治体に加えて、企業、保険者、
官公庁、教育機関、職能団体、法人等まで拡充し
た。また、心のサポーターに関するホームページを
運営し、心のサポーターについての情報を発信し
た。

第８期の障害福祉計画及び障害児福祉計画に係
る基本指針において、成果目標及び活動指標とし
て掲げられたことを踏まえ、引き続き自治体等へ
の心のサポーター養成の支援を継続する。

https://cocosapo.mhlw.
go.jp/

厚生労働省

47 防衛省・自衛隊におけるメンタルヘル
ス教育の強化

防衛省・自衛隊において、「苦しい時に援助を求
めることは能力であり、自ら助けを求めることが
できる人ほど自己管理能力が高い」という認識を
広めるため、全職員に継続した教育を実施し、職
員が周囲に相談しやすい環境の醸成に努めてい
る。

メンタルヘルス教育を通し、意識改革を行うに
は地道な粘り強い教育が求められることから、全
職員に年１回を目安に継続した教育を行うことと
しており、着実に実施する。
長期的には、職員に対する教育効果を高めるた
め、引き続き新たな教育ツールの在り方を検討す
る。これにより多くの職員の意識改革を図り、周
囲に相談しやすい環境をつくることで孤独・孤立
の予防を推進する。

・部内講師によるメンタルヘルス講演会を実施（令
和8年2月）
・メンタルヘルス講演会の動画を配信（令和8年3
月）
・QRコードによる相談窓口へのアクセスの利便性
の向上等、相談しやすい環境の整備を実施
・新たな教育ツールの在り方については、引き続
き検討。既存の教育ツールである教育資料（メン
タルヘルスケアガイドブック、こころのセルフケア）
の改訂を行い省内にデータを展開・配布（令和8
年3月）

引き続き、職員が周囲に相談しやすい環境を醸
成するための施策を推進する。

防衛省

48 生活困窮者自立支援制度人材養成研
修

生活困窮者自立支援制度における基本理念（生
活困窮者の自立と尊厳の確保、生活困窮者支援
を通じた地域づくり）を具現化できる高度な専門
人材を養成するための研修を実施する。

生活困窮者に対し、その特性を踏まえた適切な
支援を行えるような生活困窮者自立支援法（平成
25年法律第105号）に基づく事業に従事する支
援者を養成することを通じ、生活困窮者が抱える
孤独・孤立の問題の予防・解消等に資することを
目指す。

生活困窮者自立支援制度の事業に従事する支
援員に対して国が実施する初任者研修及び現任
者研修において、孤独・孤立状態にある若者や女
性等を題材に事例検討を実施し、その支援手法に
ついて研修を行った。

引き続き、国が実施する初任者研修及び現任者
研修において、生活困窮者の特性を踏まえた適切
な支援を行えるような支援者を養成することを通
じ、生活困窮者が抱える孤独・孤立の問題の予防・
解消等に資することを目指していく。

厚生労働省

49 重層的支援体制整備事業の従事者へ
の研修の実施

地域共生社会の実現に向けて、地域住民等と支
援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域
住民を包括的に支える体制整備（包括的な支援体
制の整備）を推進するための研修を実施する。

令和７年度は、都道府県・市町村に対する、「包
括的な支援体制の整備に係る人材育成研修」を行
い、市町村の管理職や、市町村に対する支援を行
う都道府県職員を対象に、地域共生社会の理念や
包括的な支援体制の整備との関係性、目的に照ら
して手段たる施策を形成することの重要性等を
示す。
こうした取組により、複合的な要因を背景として

いる場合が多い孤独・孤立の問題の予防・解消等
に資することを目指す。

重層的支援体制整備事業実施市町村を含め、包
括的な支援体制の整備に取り組む市町村の管理
職や、市町村に対する支援を行う都道府県職員を
対象に、孤独・孤立の問題をはじめ、地域生活課
題の解決に資する支援体制を整備するための具
体的な手段等を提示する、「包括的な支援体制の
整備に係る人材育成研修」等を実施した。

引き続き、包括的な支援体制の整備を促進する
ため、市町村の管理職及び都道府県向け研修を
実施し、「包括的な支援体制の整備及び地域共生
社会の実現に向けて、関係者がそれぞれの業務や
活動を行いやすくするための支援や組織変革を
行うことができる人材及びそういった人材を育成
できる人材」の育成を目指していく。

厚生労働省

　②人材育成等の支援
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50 社会福祉士及び精神保健福祉士の養

成
社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラ

ムにおいて、社会的孤立についても教育に含むべ
き内容として位置付けており、社会的孤立に関す
る課題に対応できる社会福祉士及び精神保健福
祉士を養成する。

社会的孤立に関する課題に対応できる社会福祉
士及び精神保健福祉士を養成し、社会福祉士及び
精神保健福祉士の登録者数を増加させることに
より、地域における包括的支援体制の推進につな
げ、孤独・孤立の予防・解消にも資することを目指
す。
（令和７年度の目標値は令和６年度実績（社会福
祉士315,589名、精神保健福祉士111,588名）
以上とする。）

社会的孤立に関する課題に対応できる社会福祉
士及び精神保健福祉士を養成し、社会福祉士及び
精神保健福祉士の登録者数を増加させ、地域に
おける包括的支援体制の推進につなげ、孤独・孤
立の予防・解消に資することができた。（令和８年
３月末時点で社会福祉士321,616名、精神保健
福祉士１１６，９６１名となっており、令和６年度末
実績以上となった。）

引き続き、社会的孤立に関する課題に対応でき
る社会福祉士及び精神保健福祉士を養成し、地域
における包括的支援体制の推進につなげ、孤独・
孤立の予防・解消にも資することを目指していく。
（令和８年度の目標値は令和７年度実績（社会福
祉士321,616名、精神保健福祉士１１６，９６１名）
以上とする。）

厚生労働省

51 ひきこもり地域支援センター等職員に
対する研修の実施

ひきこもり地域支援センター等の職員に対して、
知識や支援手法を習得するための研修を実施す
る。

ひきこもり状態にある方やその家族等が、必要
な支援につながり、本人が望む形で社会参加を実
現することができるよう、令和７年度も、ひきこも
り地域支援センター等の職員を対象とした研修を
実施することで、孤独・孤立の問題を抱えるひき
こもり状態にある方やその家族等に対する相談支
援の質が向上することを目指す。

令和７年度も、国が主体となって、ひきこもり地
域支援センター等の職員に対して、知識や支援手
法を習得するための研修を実施した。

引き続き、国が主体となって、ひきこもり地域支
援センター等の職員に対して、知識や支援手法を
習得するための研修を実施し、良質な支援者を育
成する。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/se
ikatsuhogo/hikikomori/i
ndex.html

厚生労働省

52 身寄りがない人の入院及び医療に係
る意思決定が困難な人への円滑な医
療提供支援

　身寄りがない人や判断能力が不十分で医療に係
る意思決定が困難な人が安心して医療を受けら
れる環境の整備の支援を目標に、「身寄りがない
人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人へ
の支援に関するガイドライン」及び「「身寄りがな
い人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人
への支援に関するガイドライン」に基づく事例集」
の更なる活用の推進を行う。

令和７年度は、ガイドライン及び事例集の更なる
活用の推進を図ることで、身寄りがない人や判断
能力が不十分で医療に係る意思決定が困難な人
が、安心して医療を受けられる環境の構築を目指
す。

令和７年度も都道府県等を対象とした全国医政
関係主管課長会議においてガイドライン及び事例
集を周知し、各自治体においては、身寄りがない
人が適切な医療を受けることができるようご協
力をお願いした。

引き続き、全国医政関係主管課長会議等の機会
を通じて周知を図る。

厚生労働省

53 結婚、子育てに関する地方公共団体の
取組に対する支援

結婚、子育てに関する地方公共団体の取組（結
婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温か
い社会づくり・気運醸成の取組）を支援するとと
もに、地方公共団体が行う若い世代へのライフデ
ザイン支援、結婚支援事業者との官民連携結婚支
援などの結婚支援の取組や、育児休業取得や家
事・育児分担の取組などの結婚・子育てに温かい
社会づくり・気運醸成を図る取組等を重点的に支
援する。
結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方
公共団体が行う結婚新生活支援事業（新婚世帯を
対象に家賃、引越費用等を補助）を支援する。

　令和７年度末までに、
・妊娠・出産、子育てに温かい気運醸成に取り組む
地方公共団体を、都道府県においては全て、市区
町村においては８割とする。
・結婚支援に取り組む地方公共団体を、都道府県
においては全て、市区町村においては広域的な連
携を伴うものを８割とする。
これにより、妊娠・出産、子育てというライフイベ
ントを契機に生じ得る孤独・孤立の予防・解消に
資することを目指す。

「地域少子化対策重点推進交付金」により令和７
年度に支援を行った地方公共団体の取組は以下
のとおり。
・結婚、妊娠・出産、子育てに温かい機運醸成に取
り組んだのは、都道府県においては96％（45都
道府県）、市区町村においては12％（211市区町
村）
・結婚支援に取り組んだのは、都道府県において
は100％（47都道府県）、市区町村において広域
的な連携を伴うものは37％（648市区町村）

地方公共団体が利用しやすいように支援の対象
や要件などについて検討し、引き続き地方公共団
体の取組を支援する。

https://www.cfa.go.jp/
policies/shoushika/kou
fukin/

こども家庭庁

54 男性の育児休業取得促進を通じた「共
働き・共育て」の推進

共働き・共育て推進事業においては、経営層・企
業（管理職）向けセミナー・若年層向けセミナーの
実施（企業版両親学級を含む。）等によって、仕事
と育児の両立を支援する国の制度の周知及び仕
事と育児を両立しやすい環境づくりに成功してい
る企業の事例周知などを実施している。

男 性 の 育 児 休 業 取 得 率 を 2025 年 ま で に
50％、2030年までに85％にする。
「共働き・共育て」の推進を通じて、育児における
孤独・孤立の予防に資することを目指す。

令和７年度に、イクメンプロジェクト（男性の育児
休業取得促進事業）からリニューアルした「共育
（トモイク）プロジェクト（共働き・共育て推進事
業）」においては、企業向けシンポジウムの開催、
企業向け・育児世代向けイベント出展（名古屋・大
阪）、企業向け・個人向けセミナーの開催（年９件）
を行った。また、若年層における仕事と育児の両
立に関する意識調査の実施及び公表事業、企業
版両親学級の動画・テキスト教材の公表、好事例
の公表等を行い、「共働き・共育ての推進」に向け
た社会的機運の醸成を図った。

令和６年度における男性の育児休業取得率は
40.5％（前年度比＋約10ポイント）であった。

引き続き、シンポジウム・セミナーの開催や普及
啓発、企業版両親学級の実施促進等を通じて、男
性の育休取得促進をはじめ、男女ともに誰もが希
望に応じて仕事と子育てを両立できる環境の整
備を推進する。

https://tomoiku.mhlw.g
o.jp/

厚生労働省

　③関連施策の推進
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55 職場のメンタルヘルスに関する総合的

な情報提供、相談対応
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころ

の耳」において、職場のメンタルヘルス対策に関
する様々な情報を提供するとともに、働く人等か
らのメンタルヘルス不調等に関する相談への対応
（電話・メール・ＳＮＳ）を行う。

令和７年度は、働く人のメンタルヘルス・ポータ
ルサイト「こころの耳」へのアクセス件数や相談件
数の増大を図ることを通じ、職場環境により孤
独・孤立を感じやすい労働者のメンタルヘルス対
策を推進する。

・サイトの利用状況については、情報収集手段の
多様化等の影響によりアクセス件数が伸び悩んで
いるものと考えられる。
アクセス件数：
約527万件（令和7年４月～令和8年３月)前年度
比22.4％減

・相談窓口の利用状況については、令和７年度か
ら対応日数を週４日から7日に増やしたこと等に
より相談件数は全体として増加した。
電話相談件数：
38,791件（令和７年４月～令和８年３月）前年度
比41.8％増
SNS相談件数：
10,155件（令和７年４月～令和８年３月）前年度
比31.3％増
メール相談件数：
3,692件（令和７年４月～令和８年３月）前年度比
10.7％減

令和８年度も引き続き、医師、保健師、社会保険
労務士、カウンセラー等の職場のメンタルヘルス
対策の専門家による委員会により、事業の実施状
況を把握し、運営の改善を図っていく。
サイトについては、引き続き、SNS等を通じた周
知広報やコンテンツの見直し等により、必要な労
働者に適切な情報が提供されるよう努める。
相談窓口については、引き続き、必要な労働者に
対応できるよう適切な運営に努める。

https://kokoro.mhlw.go
.jp/

厚生労働省

56 事業場における産業保健活動の支援 産業保健総合支援センターにおける中小企業へ
の訪問支援等の実施、産業医等の産業保健関係
者や事業者向けの研修及び相談体制の充実等に
より、中小企業の産業保健活動を支援する。

令和７年度は、産業保健サービスの提供等の各
種支援の活用を促すことにより、産業保健総合支
援センター及びその地域窓口における相談件数
の前年度からの増加を図る。
これにより、職場環境により孤独・孤立を感じやす
い労働者等の孤独・孤立の予防・解消等に資する
ことを目指す。

令和７年度における産業保健総合支援センター
及びその地域窓口における相談件数は、前年度の
実績を上回っている。
・相談件数（確定値）
148,668件（令和７年４月～令和８年３月）前年
度比6.0%増加

引き続き、 産業保健総合支援センター等にお
ける中小企業への訪問支援等の実施、産業医等
の産業保健関係者や事業者向けの研修及び相談
体制の充実等により、中小企業の産業保健活動を
支援する。

https://www.johas.go.j
p/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx
https://www.johas.go.j
p/sangyouhoken/tabid/
333/Default.aspx

厚生労働省

57 ＯＴＣ乱用防止に係る取組の推進 ＯＴＣ医薬品の乱用の背景の一つと考えられる
孤独・孤立を抱える方の支援にもつながるという
認識の下、令和６年度に、乱用の実態や背景、相
談窓口等についてまとめた啓発資材、販売者向け
の対応マニュアル等を作成したところであり、ＯＴ
Ｃ医薬品の乱用防止に係る普及・啓発を図ってい
る。

「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」
（令和６年１月12日公表）において、「ＯＴＣ医薬品
の濫用の拡大防止に当たっては、医薬品の販売方
法の規制や適正使用に係る啓発といった対策の
みならず、その背景として指摘されている自殺対
策や孤独・孤立対策等の社会的不安への対応につ
いても、関係府省庁間で連携し取組を進めること
が重要」とされたことも踏まえ、ＯＴＣ医薬品の乱
用の背景の一つと考えられる孤独・孤立を抱える
方の支援にもつながるという認識の下、令和７年
度は、引き続き、青少年等に対する乱用防止の啓
発活動を行う。
これにより、特にこども・若者のヘルスリテラシー
の向上を図ることを通じて、包摂社会の実現及び
国民の保健衛生上の危害の発生・拡大の防止等
を目指す。

令和７年度は、薬と健康の週間、一般用医薬品
の乱用に関する厚生労働省ホームページ等にお
いて、若年者向けの啓発資材や、乱用の背景にあ
るつらい気持ちや悩み等に関する相談窓口の周
知、 医薬品の適切な使用に係る普及啓発を行っ
た。

引き続き、市販薬の乱用に苦しむ方への相談・
支援先の周知を図るとともに、市販薬の乱用防止
に係る啓発活動を行う。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/kusurikenko_r7_0
0001.html

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/index_00010.html

厚生労働省

58 職場等での心の健康保持増進を目指
した介入のエビデンス構築

職場等における心の健康保持・増進に関する質
の高いヘルスケアサービスの社会実装を目的とし
て、介入手法の効果を検証し、その普及策を検討
する。

令和７年度までに実証を行い、認知症や職場等
での心の健康保持増進等の各種介入の有用性に
関して構築されたエビデンスが関係者に普及する
ことを目指す。
また、デジタル等の新しい技術や考え方を組み入
れた介入手法に関し、中長期的な心の健康保持増
進効果や社会的・経済的インパクトに関する効果
検証を行うことを通じて、心の健康保持増進に関
する製品・サービスの開発環境の整備や、それら
を購買する際の選択の支援、心の健康保持増進
に係る市場創出・育成を行う。
これにより、職場等での心の健康保持増進に係る
企業・保険者等の取組を推進し、もって従業員の
孤独・孤立の予防・解消に資することを目指す。

令和7年度で、職場等での心の健康の保持増進
を目指した組織的介入の実証研究事業は終了し
たが、症例登録が遅れたため、データ集計・分析
中である。一方、スマホによるデジタル技術を用
いた個人アプローチでは、心の健康の保持増進に
対して効果を示すエビデンスが得られた。今後の
課題は得られたエビデンスを社会実装に繋げるか
である。社会実装が進むことで孤独・孤立の予防・
解消にも寄与することが期待される。

引き続き、令和７年度までの実証を実施し、職場
等における心の健康保持・増進への各種介入の有
用性に関してエビデンスを構築し、その普及を実
施する。

https://www.amed.go.j
p/koubo/16/01/1601C_
00016.html

経済産業省
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59 地域における孤独・孤立対策に取り組
むＮＰＯ等への支援

ＮＰＯ等による安定的・継続的な孤独・孤立対策
を推進するため、孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ
等の先駆的な取組事例の横展開、中間支援組織
の取組への支援等を行う。

　令和７年度は、孤独・孤立の予防や早期対応に資
する日常生活環境での緩やかなつながりや居場
所づくりに関するＮＰＯ等の先駆的な取組への支
援、そうしたＮＰＯ等の運営能力の向上や活動基
盤の整備に取り組む中間支援組織への支援等を
継続的に実施する。
これにより、地域における孤独・孤立対策の気運
醸成や関係者間の連携・協力体制の構築といった
地域の実情に応じた孤独・孤立対策の推進につな
げる。

令和7年度は、地域・対象・取組内容等、多様なＮ
ＰＯ等95団体を支援し、取組モデルの全国展開に
向け事例集を取りまとめているところである。

また、孤独・孤立対策推進交付金により、中間支
援組織10団体を支援し、当該団体が支援したＮＰ
Ｏ等を今後確認することとしている。

令和8年度は、ＮＰＯ等の先駆的な取組への支
援、そうしたＮＰＯ等を支援する中間支援組織へ
の支援を継続するとともに、引き続き、7年度の
取組の成果等を検証し、効果的な支援方法等の検
討を行う。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/modelchousa.html
https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/kouhukin_npo/npo_r7
.html

内閣府

60 こどもの居場所づくりに対する効果的
な支援方法等の検討

こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行
われるよう、「こどもの居場所づくりに関する指
針」に基づき、地方自治体や民間団体等を対象と
した広報啓発や、居場所づくりに対する支援方法
の検討を進める。

こどもの居場所に対する効果的な支援方策を明
らかにし、こどもが、安全で安心して過ごせる多様
な居場所づくりを推進する。そのために、各地域
におけるこども・若者の多様な居場所づくりを推
進するため、令和７年度に、120以上の自治体が
こどもの居場所づくり支援体制強化事業又はこど
もの居場所づくりコーディネーター配置等支援事
業を活用することを目標とする。
これにより、こども・若者が自分の居場所を持つ
ことができるようになり、孤独・孤立の予防・解消
等に資することを目指す。

令和7年度のこどもの居場所づくり支援体制強
化事業を実施した自治体数は58自治体、こども
の居場所づくりコーディネーター配置等支援事業
を活用した自治体数は38自治体であった。こど
もや大人、自治体職員向けにこどもの居場所指針
の解説動画を作成し啓発を図っている。

令和8年度はこどもの居場所づくり指針の解説
書や広報啓発資料を活用する等し、より広く居場
所づくりのことを理解できるよう取り組んでい
く。こどもの居場所づくり支援体制強化事業やこ
どもの居場所づくりコーディネーター配置等支援
事業の実績を好事例として他自治体への横展開
を行い、取組自治体数を増やしていく。

こども家庭庁

61 こどもの居場所づくりに取り組む地方
公共団体の支援

こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行
われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所
づくり支援体制の構築等に必要な支援を行うと
ともに、民間団体等が創意工夫して行う居場所づ
くりの支援を行う。
また、こども食堂等のこどもの居場所づくりを通
して、支援を必要としているこどもを早期に発見
し、適切な支援につなげる。

令和７年度は、こどもの居場所づくり支援体制
強化事業及びこどもの居場所づくりコーディネー
ター配置等支援事業を活用して、こどもの居場所
づくりに取り組む地方公共団体への支援を推進
する。また、地域こどもの生活支援強化事業を通
じて、地域にある様々な場所において、こどもが
気軽に立ち寄ることができる居場所の増加を図
るとともに、支援を必要としているこどもを早期
に発見し、行政等の適切な支援につなげることが
できるようにする。
これらの施策により、こども・若者の孤独・孤立の
予防・解消等にも資することを目指す。

令和7年度にこどもの居場所づくり支援体制強
化事業(モデル事業)を実施した３７団体のうち、１
３団体が能登半島地震の被災地支援に関する取
組を実施した。被災地でのこども・若者の居場所
の確保等、孤独・孤立しやすいこどもへの支援に
も取り組んだ。

また、令和6年度に地域こどもの生活支援強化
事業を実施した自治体数は259自治体であっ
た。こども食堂等のこどもの居場所づくりを通し
て孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等の活動に対
し、きめ細かな支援を実施した。

引き続き、NPO等と連携して、災害に備えるた
めの平時からの居場所づくりを行っていく。被災
地等でのモデル事業の実績を横展開し、各自治体
の居場所づくりの促進を目指す。

より多くの自治体で地域こどもの生活支援強化
事業が活用されるよう、好事例の横展開を行いつ
つ、引き続きこども食堂等のこどもの居場所づく
りを通して、支援が必要なこどもの早期発見、早
期支援につなげていく。

こども家庭庁

62 社会的養護における自立支援の充実 地方公共団体において、社会的養護経験者等に
対し、相互交流の場の提供等により自立に向けた
適切な支援を実施しており、国はその取組を支援
している。

社会的養護経験者等に対する自立支援が確実
に提供されるよう、令和７年度は、社会的養護経
験者等の実態を把握し、各地域における社会的養
護経験者等の適切な支援体制の整備に取り組む。

これにより、家庭による支援が見込みづらいと
いった課題のある社会的養護経験者等に対する
自立支援を確実に提供し、社会的養護経験者等の
孤独・孤立の予防・解消を目指す。

地方公共団体において、令和７年４月１日時点で
以下の通り実施等しており、各地域における社会
的養護経験者等の適切な支援体制の整備に取り
組んだ。

社会的養護自立支援拠点事業：５７自治体、６３か
所
児童自立生活援助事業Ⅰ型：７４自治体、４０９か
所
児童自立生活援助事業Ⅱ型：３９自治体、１０４か
所
児童自立生活援助事業Ⅲ型：５３自治体、264か
所

引き続き、社会的養護経験者等の実態を把握
し、各地域における社会的養護経験者等の適切な
支援体制の整備に取り組むことで、家庭による支
援が見込みづらいといった課題のある社会的養
護経験者等に対する自立支援を確実に提供し、社
会的養護経験者等の孤独・孤立の予防・解消を目
指す。

こども家庭庁

（３）見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う 

　①居場所の確保
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63 地域における子育て世帯への支援 子育て家庭等の負担感・不安感を軽減するた

め、親子が気軽に集い、交流することができる場
の提供や子育てに関する相談・援助、地域の子育
て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関す
る講習を行う地域子育て支援拠点事業を実施す
る。

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画に基
づき、最終年度である令和６年度において、子育
て中の親子が気軽に集い、不安や悩みを相談でき
る場所を10,206か所（地方単独事業分含む。）
設置することを目指す。また、令和７年度におい
ても設置個所数を維持する。
これにより、子育て世帯の孤独・孤立の予防・解消
に資することを目指す。

　令和６年度実施箇所数：8,061か所
※子ども・子育て支援交付金及び重層的支援体制
整備事業交付金交付決定ベース

引き続き地域子育て支援拠点事業を実施する
地方公共団体を支援することで、子育て世帯の孤
独・孤立の予防・解消に資することを目指す。

こども家庭庁

64 生活保護世帯を含む生活困窮世帯の
こどもへの学習・生活支援

貧困によってこどもの将来が閉ざされることが
ないよう、こどもの将来の自立を後押しするた
め、生活保護世帯を含む生活困窮世帯のこどもと
その保護者を対象に、学習支援や生活習慣・育成
環境の改善に関する助言、進学や就労といった進
路選択に関する情報提供・助言、関係機関との連
絡調整など、きめ細かで包括的な支援を実施して
いる。

令和７年度は、引き続き、こどもへの学習・生活
支援を通じて世帯全体への支援に適切につなげ
るための取組の推進や高校生以上に対する支援、
関係機関との連携の促進等を図ることを通じ、生
活保護受給世帯のこどもを含む生活困窮世帯の
こどもの孤独・孤立の予防・解消等に資すること
を目指す。

生活保護世帯を含む生活困窮世帯のこどもに対
する学習・生活支援や世帯全体への包括的支援を
実施し、孤独・孤立の予防・解消等を図った。その
際、ガイドラインを作成し、高校生以上に対する支
援の取組や教育機関との連携の取組を推進した。

世帯全体への支援につなげるため、令和8年度
においても、生活支援については学習支援と一体
的に取り組むよう事業推進を行うとともに、高校
生以上に対する支援や関係機関との連携等につ
いて、さらに推進するため、ガイドラインを活用
し、支援の質の向上を図る。

厚生労働省

65 国が保有する災害用備蓄食品のこども
食堂やフードバンク団体等への提供

入れ替えにより不用となった国の災害用備蓄食
品について、食品ロス削減及び生活困窮者支援等
の観点から、こども食堂やフードバンク団体等へ
提供し、有効活用する。

　食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から
災害用備蓄食品を有効活用するため、令和７年度
も、各府省庁で入れ替え予定の災害用備蓄食品を
確実にフードバンク団体等へ提供するとともに、
地方支分部局等を含む政府全体で取組を推進し、
孤独・孤立対策に資する取組を行う地方公共団体
や民間企業の取組を促進する。

令和7年度も、各府省庁で入れ替え予定の災害
用備蓄食品を確実にフードバンク団体等へ提供で
きるよう、農林水産省HPにおいて、地方支分部
局等を含む政府全体で備蓄食品の情報を掲載し、
希望する団体へ提供した。

また、国の災害用備蓄食品の有効活用につい
て、関係府省庁で申合せ（令和3年４月）をしてか
ら５年が経過することから、令和８年２月に、関係
府省庁に対して、管轄の地方支分部局、施設等機
関の官署等への周知を依頼した。

地方公共団体や民間企業の備蓄食品の有効活
用について、事例紹介を行ったほか、第２次食品
ロスの削減に関する基本的な方針に追加した、民
間企業の災害用備蓄食料の廃棄量の実態把握に
向けた調査を実施した。

令和８年度も引き続き、国・地方公共団体や民間
企業の備蓄食品について、食品ロス削減及び生活
困窮者支援等の観点から、こども食堂やフードバ
ンク団体等へ提供し、有効活用されるよう促進す
る。

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/access/saig
aiportal.html

消費者庁
農林水産省

66 政府備蓄米の無償交付 政府備蓄米の無償交付制度の枠組みの下、こど
も食堂・こども宅食の活動を行う団体や食育活動
を支援するフードバンクに対し、食育の一環とし
て政府備蓄米の無償交付を行っている。

令和７年度も、引き続き、こども食堂・こども宅
食の活動を行う団体や食育活動を支援するフー
ドバンクに対し、政府備蓄米の無償交付を円滑に
行う。

令和7年度において、全ての都道府県のこども
食堂等に対し無償交付を行った。令和７年度は、
米価高騰を踏まえ、特例的に、こども食堂等につ
いて、申請回数又は交付数量の上限を引き上げ
た。

令和8年度も引き続き現場の意見・要望を伺い
ながら、こども食堂・こども宅食、フードバンクへ
丁寧に対応していく。

https://www.maff.go.jp
/j/seisan/kokumotu/bi
chikumai.html

農林水産省

67 地域での食育の推進 「第４次食育推進基本計画」（令和３年３月31日
食育推進会議決定）に掲げられた目標達成に向け
て、地域の関係者等が連携して取り組む食育活動
を引き続き推進する。

食育基本法（平成17年法律第63号）に基づく
「第４次食育推進基本計画」の計画期間（令和３年
度からおおむね５年間）を通して、地域等で共食し
たいと思う人が共食する割合を、令和２年度の
70.7％から令和７年度までに75％以上とするこ
とを掲げており、多世代交流やこども食堂等の地
域での様々な共食の場づくりを推進することによ
り、孤独・孤立の防止等につなげることを目指す。

「第４次食育推進基本計画」に掲げられた目標達
成に向けて、地域の関係者等が連携して取り組む
食育活動を重点的かつ効率的に推進している。令
和7年度の「地域等で共食したいと思う人が共食
する割合」は70.1%となっている。

令和8年度も引き続き、食育推進基本計画及び
地方公共団体が作成する食育推進計画に掲げら
れた目標達成に向け、地域の関係者等が取り組む
多世代交流やこども食堂等の共食の場の推進を
支援する。

https://www.maff.go.jp
/j/syokuiku/torikumi/k
ouhukin/r8.html

農林水産省

68 円滑な食品アクセスの確保 地域の関係者が連携して食品アクセスの確保に
取り組む体制づくり等を支援するとともに、フー
ドバンクやこども食堂等の活動拡大を支援してい
る。

地域の関係者が連携して食品アクセスの確保に
取り組む体制づくりを支援するとともに、フード
バンクやこども食堂等の機能強化を図ることによ
り、十分な食料へのアクセスができない孤独・孤
立の状態にある人の食品アクセスの確保を目指
す。

令和７年度も円滑な食品アクセスの確保に向け
て、地方公共団体や食品事業者、フードバンク・こ
ども食堂等の地域の関係者が連携する体制づく
りを支援するとともに、地域における食品アクセ
スの担い手となるフードバンク等に対し、その立
上げや機能強化に向けた支援を実施した。

令和８年度も引き続き、地域の関係者が連携す
る体制づくりを支援するとともに、フードバンク
等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強
化への支援を実施する。

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/access/inde
x.html

農林水産省

15



 
69 高齢者の通いの場の推進 通いの場をはじめとする介護予防の取組の更な

る推進を図るため、都道府県及び市町村に対する
研修会等を実施するとともに、高齢者やその支援
者に向けた広報等の普及啓発を行う。

介護予防や地域づくりの観点から、地域の高齢
者が集まり交流する通いの場の取組を推進する
ことにより、介護予防に資する通いの場への参加
率を令和７年（2025年）までに８％程度に高め
る。（「認知症施策推進大綱」（令和元年６月18日
認知症施策推進関係閣僚会議）におけるＫＰＩ）
また、通いの場に来られない人については、民生
委員等の協力も得て、地域の支え合いの中で見守
りや支援が行えるよう、留意事項や事例を提示
し、市町村の取組を支援する。

通いの場の参加率は6.7％（令和5年度実績）ま
で向上した。また、通いの場の取組の更なる推進
のために、市町村の職員を対象として、介護予防
施策に関する最新の情報提供を行う研修会等を
開催した。

引き続き、地域の高齢者が集まり交流する通い
の場の取組を推進するために、研修会の開催等を
するとともに、WEBサイト等の情報を充実するこ
とで高齢者やその支援者にむけた広報等の充実
を図る。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/ka
igo_koureisha/yobou/in
dex.html

厚生労働省

70 多世代・分野横断的な地域社会の担い
手の掘り起こし

地方公共団体等と連携しつつ、「多世代参画に
よる地域活力プラットフォーム構築調査事業」を
通じて、幅広い世代・属性の地域住民間の交流を
促進し地域社会との接点として有機的に機能する
拠点の形成や、多様な分野の地域課題と担い手と
のマッチングによる課題解決に向けた取組等の実
証を行い、地域社会における担い手の確保・掘り
起こしに関する課題や効果的な施策等を把握・検
討するとともに、その結果を踏まえ、多世代かつ
分野横断的な地域社会の担い手確保及び地域社
会の課題解決を目的とした施策の全国展開を進
める。

「高齢社会対策大綱」（令和６年９月13日閣議決
定）を踏まえ、多世代かつ分野横断的な地域社会
の担い手確保及び地域社会の課題解決に資する
仕組みを全国に展開し、多様な住民の地域活動へ
の参加の拡大を図ることにより、地域社会におけ
るつながり・支え合いを促進する。

令和７年度は、全国から５団体を採択し、多世
代・分野横断的な地域社会の担い手確保及び地
域社会の課題解決に資する仕組みの構築につい
て、実証事業を実施した。

令和７年度事業を通じて得られた知見や課題を
踏まえ、令和８年度は地域全体をコーディネートす
る人材の育成や地域における担い手の発掘等の
取組を中心とした事業区分も新たに設け、引き続
き、多世代の住民が地域活動に参加できるような
仕組みの構築に向けた実証事業を展開する。

https://www8.cao.go.jp
/kourei/tasedai/index.h
tml

内閣府

71 家族介護者の交流会の開催支援 家族介護者の孤独・孤立対策に資するよう、市
町村における介護者相互の交流会等の開催を促
進し、適切な介護知識・技術の習得並びに身体
的、精神的な負担の軽減を図る。

家族介護者の孤独・孤立対策にも資するよう、
令和７年度は、市町村において家族介護者相互の
交流会等の開催の促進を通じて、家族介護者の
身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目指
す。
長期的には、市町村が実施する医療機関・福祉事
業者の関わりがある場合に家族介護者を把握す
る取組や、福祉分野など関係者の家族介護に係る
理解促進を図る取組を支援することで、家族介護
者支援の促進を目指す。

令和７年度も市町村において、家族介護者の孤
独・孤立対策にも資するよう、家族介護者相互の
交流会等を開催するための事業を行った。

任意事業であることから、全ての市町村が行っ
ているものではないが、各自治体のニーズや実情
に応じて、事業の実施が必要と判断した市町村に
実施していただいており、国としてはその開催に
かかる経費の支援を行った。

各世帯が抱える課題が複雑化・複合化する中、
家族介護者が孤独・孤立の状況にならないよう、
家族介護者支援の取組を促進する必要がある。

市町村における家族介護者支援のための任意
事業について、現在の高齢者とその家族の実態や
介護のあり方・支援ニーズに沿った効果的なもの
となるよう、また、家族の働き方の希望等を踏ま
えたものとなるよう、引き続き市町村の取組を支
援する。

厚生労働省

72 認知症カフェの普及・促進 認知症の人やその家族が地域の人や専門家と
相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場であ
る認知症カフェを活用した取組を推進し、地域の
実情に応じた方法により普及を目指す。

　認知症カフェの全市町村への普及を目指す。
これにより、認知症の人やその家族が地域の人や
専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合
うことで、認知症の人及びその家族等の孤独・孤
立対策に資することを目指す。

　令和６（202４）年度実績
47都道府県 1,599市町村（91.８％）９,１０５カ
フェが運営されている。

引き続き、認知症カフェを活用した取組を推進
し、地域の実情に応じた普及を行っていく。

厚生労働省

73 農福連携の推進 農福連携とは、農業と福祉が連携し、障害者の
農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とと
もに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参
画を実現する取組であり、令和６年６月に決定し
た「農福連携等推進ビジョン（2024改訂版）」（令
和６年６月５日農福連携等推進会議決定）に基づ
き、この取組を推進している。

令和12年度末までに、農福連携等に取り組む主
体数を12,000以上とすることを目標とする。
農福連携等の推進により、障害者や高齢者、生活
困窮者、ひきこもりの状態にある者、犯罪をした
者等が個々の特性を活かして農業に参画するこ
とで、人と人との「つながり」を実感できる地域づ
くりを推進する。

農福連携等の取組主体数は、令和６年度末時点
で8,277件であり、令和５年度末時点の7,179
件から大きく増加している。

引き続き、関係省庁等と連携の上、市町村、農業
や福祉の関係者等が参画し、農業経営体と障害者
就労施設のマッチング等を行う地域協議会の拡
大、ノウフクの日（11月29日）等による企業・消費
者も巻き込んだ取組の意義や効果の理解促進、世
代や障害の有無を超えた多様な者が農業体験を
通じて社会参画を図るユニバーサル農園の普及・
拡大等を推進する。

https://www.maff.go.jp
/j/nousin/kouryu/nouf
uku/noufuku_toha.html

農林水産省

74 全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」
の推進

女性、若者、高齢者、障害者など、誰もが居場所
と役割を持つコミュニティをつくり、活気あふれる
温もりのある地域をつくるため、「交流・居場所」、
「活躍・しごと」、「住まい」、「健康」、「人の流れ」と
いった観点で、分野横断的かつ一体的な取組を行
う地域を支援する。

令和６年度末までに「全世代・全員活躍型の「生
涯活躍のまち」に関する構想等に基づき、コミュニ
ティに関する取組を実施している地方公共団体
数」を 150 団体とする目標は達成した。

令和６年１０月に実施した調査では、190団体が
取組を実施していると回答し、本施策における目
標を達成した。

「デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年
１２月２３日閣議決定）」に掲げた目標値を達成し
た。今後は、「地方創生に関する総合戦略（令和７
年12月23日閣議決定）」に掲げた目標値の達成
に向け、ガイドライン（仮称）に沿った取組を支援
する。

内閣官房
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75 地域運営組織の形成及び持続的な運

営に関する調査研究事業、地方財政措
置

総務省では、地域運営組織（※）の形成及び持続
的な運営に向け、地域運営組織の活動状況等に
関する全国的な実態を把握するための調査を実
施するとともに、地方財政措置を講じている。
（※）地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々
が中心となって形成され、地域内の様々な関係主
体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針
に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的
に実践する組織。令和６年度調査時点で地域運営
組織は全国で8,193団体存在する。

令和７年度は、地域における交流や声かけ・見守
りなどの役割を担う地域運営組織の形成促進や
持続的な運営に向けた取組を一層推進すること
を通じ、孤独・孤立の問題など、多様化する地域
課題の解決に資することを目指す。

令和7年度においても、引き続き地域運営組織
の活動状況等に関する全国的な実態を把握する
ための調査を実施。調査結果について、令和８年
３月に公表している。

また、地域共生社会を実現するため、厚生労働
省が主催する「地域住民主体の地域づくりに係る
背景と福祉行政との連携体制の構築過程に関す
る調査研究」研究委員会（菊池馨実委員長）にオブ
ザーバーとして参加し、福祉部署の「住民主体」に
対する理解の促進や、福祉部署と地域コミュニ
ティ関連部署との連携・協働のあり方等について
議論を行っているところ。

令和８年度も引き続き実態把握調査を実施する
とともに、地方財政措置も講ずることとする。

引き続き、孤独・孤立対策に資する厚生労働省
の関係施策と地域運営組織との連携・協働を推進
していく。

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/jichi_gy
ousei/c-
gyousei/chiiki_unneisos
iki.html

総務省

76 地域おこし協力隊の強化 「地域おこし協力隊」は、都市地域から過疎地域
等の条件不利地域に住民票を異動し生活の拠点
を移した者が、おおむね１～３年の期間で地方自
治体から委嘱を受け、様々な地域協力活動を行
い、併せてその地域への定住・定着を図る制度で
ある。

地域おこし協力隊の隊員数を令和８年度に
10,000人に増やすことを目指す。地域おこし協
力隊の活動を推進することにより、人と人との
「つながり」を実感できる地域づくりを通じて、孤
独・孤立の予防等に資することを目指す。

令和７年度の地域おこし協力隊の隊員数は、
8,196名。高齢者の見守りなどの地域コミュニ
ティ活動を通して、人と人との「つながり」を実感
できる地域づくりを進めている。

隊員の活動経費や隊員の募集等に要する経費
について引き続き地方財政措置を講じるほか、令
和８年度から、地場産業等に従事する隊員が任期
終了後に、一定の要件下で当該地場産業等に係
る起業・事業承継を行うこととする場合、活動期
間を延長可能とする。

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/jichi_gy
ousei/c-
gyousei/02gyosei08_03
000066.html

総務省

77 関係人口の創出・拡大 関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観
光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に、ま
た、継続的に関わる人々をいう。

「『二地域居住・関係人口』ポータルサイト」を通じ
て、自治体が実施する関係人口創出・拡大の取組
に参加することは、孤独・孤立に悩まれる方に対
するつながりの場や居場所づくりに資するもので
あるという認識の下、令和７年度は、関係人口の
創出・拡大に向けた取組の成果等の横展開を図る
こと等により、人と人とのつながりを実感できる
地域づくりを推進する。

令和７年度も、引き続き関係人口の創出・拡大に
向けた取組の成果等の優良事例の発掘、公表し、
横展開を図ること等により、自治体が人と人との
つながりを実感できる地域づくりの推進をした。

「『二地域居住・関係人口』ポータルサイト」は令和
７年度をもって終了している。

https://www.soumu.go.
jp/kankeijinkou/about/i
ndex.html

総務省

78 集落ネットワーク圏形成の推進 基幹集落を中心として、周辺の集落との間で集
落ネットワーク圏を形成し、生活の営みを確保す
るとともに、生活の営みを振興するために地域運
営組織等が行う取組を支援することにより、継続
的な集落の維持・活性化を図る。

過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域等集
落ネットワーク圏形成支援事業）を活用し、令和９
年度末までに集落ネットワーク圏（小さな拠点）の
形成数が1,800か所となることを目指す。集落
ネットワーク圏の形成を推進することにより、人と
人との「つながり」を実感できる地域づくりを通じ
て、孤独・孤立の予防等に資することを目指す。

令和７年度における集落ネットワーク圏（小さな
拠点）の形成数は1,386か所。形成された集落
ネットワーク圏では、住民が協働して交流拠点の
整備や見守りなどを行うことにより、人と人との
「つながり」を実感できる地域づくりを行ってい
る。

過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域等集
落ネットワーク圏形成支援事業）を活用し、令和9
年度末までに集落ネットワーク圏（小さな拠点）の
形成数が1,800か所となることを目指す。集落
ネットワーク圏の形成を推進することにより、人と
人との「つながり」を実感できる地域づくりを通じ
て、孤独・孤立の予防等に資することを目指す。

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/jichi_gy
ousei/c-
gyousei/bunken_kaikak
u/02gyosei08_0300007
0.html

総務省

79 集落支援員の活用による集落対策の
推進

過疎地域等の集落の維持・活性化のため、地域
の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハ
ウ・知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱
を受け、市町村職員と連携し、集落への「目配り」
として集落の巡回、状況把握等を実施。

令和９年度末までに集落支援員の活用市町村数
が486市町村となることを目指す。集落支援員
の活用を推進することにより、人と人との「つな
がり」を実感できる地域づくりを通じて、孤独・孤
立の予防等に資することを目指す。

令和7年度末時点で511市町村において集落支
援員が活用されている。集落の点検、地域におけ
る話し合いの促進業務を通して、孤独・孤立を含
む地域の課題を把握し、解決に向けた取組につな
がっている。

令和9年度末までに集落支援員の活用市町村数
が５５０市町村となることを目指す。集落支援員
の活用を推進することにより、人と人との「つな
がり」を実感できる地域づくりを通じて、孤独・孤
立の予防等に資することを目指す。

https://www.soumu.go.
jp/main_sosiki/jichi_gy
ousei/c-
gyousei/bunken_kaikak
u/02gyosei08_0300007
0.html

総務省
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80 原発避難者特例法に基づく避難先で

の行政サービスの提供及び地方自治
体が行う原発避難者特例法上の指定
市町村と避難住民等との関係の維持
に資する事業に対する震災復興特別交
付税措置

避難住民等との関係の維持に資する事業に対し
て、震災復興特別交付税措置を講ずる。

避難住民の方々が避難を余儀なくされている期
間については、原発避難者特例法に基づく避難先
での行政サービスの提供を可能とする枠組みを
維持する。
また、同法上の指定市町村と避難住民等との関係
の維持に資する事業に対する震災復興特別交付
税措置については、令和７年度以降も継続する予
定である。
これらの取組により、他地域に長期避難する場合
にも、行政サービスや支援情報を確実に届け、避
難住民の孤独・孤立の予防に資することを目指
す。

震災復興特別交付税措置を講じることにより、
指定市町村において、避難住民を対象とした相談
会の開催や自治会等の活動支援など、避難住民
等との関係の維持に資する事業を実施した。

　引き続き当該施策を継続する。 https://www.soumu.go.
jp/menu_kyotsuu/impo
rtant/48479.html

総務省

81 災害公営住宅等におけるコミュニティ
の形成支援

応急仮設住宅や災害公営住宅等において、コ
ミュニティ形成に係る活動の支援人材（コミュニ
ティ支援員）の配置等の取組により、当該住宅内
の住民同士のコミュニティ形成や、当該住宅の住
民と住宅周辺の既存の地域コミュニティとの融合
など、住宅移転後の円滑なコミュニティ形成を図
る。

災害公営住宅等入居可能時期から３年間を基本
として、自治会の設立・運営を補助し、自立させる
こととし、令和７年度は、個別の事情を把握した上
で、事業の進捗に応じた必要な支援を実施する。
これにより、被災者の孤独・孤立の予防等を推進
する。

災害公営住宅等における住民同士のコミュニ
ティ形成や既存のコミュニティとの融合など、コ
ミュニティづくりに資する自治体の取組を支援。
【災害公営住宅における自治会の設立状況（令和
8年３月）】
岩手県：184団地のうち１７３団地で自治会設立
（約9４％）
宮城県：294地区のうち291地区で自治会設立
（約99％）
福島県：１４１団地のうち１０５団地で自治会設立
（約７５％）

引き続き、東日本大震災の被災者が入居する災
害公営住宅における住民同士の交流会の開催や
自治会の設立などの支援により、住民同士のコ
ミュニティ形成を支援するとともに、地元町内会
との顔合わせやイベント開催による交流支援等に
より、既存のコミュニティとの融合を支援するな
ど、地方公共団体による取組等を支援していく。

復興庁

82 被災者の生きがいづくり等に資する活
動支援

被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通
じて、被災者が、他者とのつながりや、生きがいを
もって前向きに生活することを支援するほか、コ
ミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケ
ア等の取組の促進を図る。また、震災から５年が
経過し、被災地では、引き続き復興に向けた取組
が進められる中で、被災者の積極的な参画の下、
震災の風化防止や地域の活性化の取組を促進し、
地域コミュニティの再構築を図る。

災害公営住宅の入居者等孤独を感じやすい被
災者に対して、支援団体等が個別に働き掛けるな
どにより、避難者同士や地域住民との交流会等、
つながりを提供する場への参加を促すため、令和
７年度は、個別の事情を把握した上で、事業の進
捗に応じた必要な支援を実施する。
これにより災害公営住宅の入居者等の孤独を抱
えやすい被災者に対して、孤独・孤立の予防等を
推進する。

被災者自身が参画し、活動する機会を創出する
ことを通じて、他者とのつながりや、生きがいを
持って生活することに資する自治体等の支援団
体の活動を支援している。

引き続き、被災者が農作業や伝統芸能、ものづ
くりを地域住民と協働で行うことによる孤立化の
防止や友人づくりのための活動、帰町住民等の生
きがい・交流づくりのための活動などの、東日本
大震災の被災者自身が参画し、活動する機会の創
出を通じて、他者とのつながりや、生きがいを
持って生活することに資する取組を支援してい
く。

復興庁

83 スポーツに誰もがアクセスできる環境
の整備充実

誰もが気軽にスポーツに親しめ、地域でより活
用されるスポーツの場を創出し、多様な主体の居
場所づくりにもつながるよう整備を進める。

令和７年度は、「第３期スポーツ基本計画」（令和
４年３月25日文部科学大臣決定）に掲げられた施
策を着実に推進することで、スポーツに誰もがア
クセスできるよう、地域におけるスポーツ環境の
量的・質的な充実等に取り組むことによって、誰
もが気軽にスポーツに親しみ、スポーツを通じて
人と人との「つながり」を実感できる社会の実現
を目指す。

スポーツが生涯を通じて生活の一部となること
で人生や社会が豊かになる「Sport in Life」の
理念に賛同いただいた民間企業、自治体、スポー
ツ団体等でコンソーシアムを構成。これを情報や
資源のプラットフォームとして、働く世代をはじめ
とした国民のスポーツ実施を促進した。

令和７年度は、「Sport in Lifeコンソーシアム」
加盟団体が、約５,600団体に増加。また、従業員
の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積
極的な取組を行っている企業を「スポーツエール
カンパニー」として、令和７年度は、過去最多の
1,635社を認定。

誰もが気軽にスポーツに親しめるよう、学校体
育施設等の既存ストックの有効活用や、地域の核
となりうるスポーツ施設の整備・運営の促進な
ど、地域におけるスポーツ環境の充実等に取り組
んだ。

引き続き、「Sport in Life」の理念に賛同いた
だけるよう努め、「Sport in Lifeコンソーシア
ム」の加盟数、「スポーツエールカンパニー」の認定
数の増加を図り、誰もが気軽にスポーツに親しむ
ことができるよう環境の整備・充実を進める。

引き続き、第３期スポーツ基本計画（令和４年３
月 25 日文部科学大臣決定）に掲げられた施策
を着
実に推進することで、スポーツに誰もがアクセス
できるよう、地域におけるスポーツ環境の量的・
質的な充実等に取り組む。

https://sportinlife.go.jp
/

文部科学省

84 生活困窮者支援等のための地域づくり
の推進

身近な地域において住民による共助の取組を活
性化させるため、課題を抱える者の早期発見、気
軽に安心して通える居場所の確保、課題を複合
化・複雑化させないための予防的対処、地域資源
を最大限活用した連携の仕組みづくりを行う。

令和７年度は、地域における支え合いを具現化
した取組により、地域住民が孤独・孤立に陥らず
に自分らしく活躍できる地域コミュニティが構築
されるよう、自治体における好事例の周知に努
め、少しでも多くの市町村において、地域共生社
会を実現するための包括的な支援体制が整備さ
れることを目指す。

令和7年度も、地域住民が孤独・孤立に陥らず地
域コミュニティの中で活躍できるよう、身近な地
域において、気軽に安心して通える居場所の確保
や、地域資源を活用した連携の仕組みづくりを推
進した。

引き続き、地域住民が安心して通える居場所の
確保や地域資源を活用した連携の仕組みづくり
を支援することで、地域のあらゆる住民が役割を
持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域
コミュニティを育成していく。

厚生労働省
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85 孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要

配慮者に対する居住支援活動や居住
環境における交流創出に対する支援

公営住宅、セーフティネット住宅、サービス付き
高齢者向け住宅に交流スペースを設置する場合
の整備及び居住支援法人等が入居中の見守り等
のサポートを行う賃貸住宅の供給を支援する。

孤独・孤立対策や要配慮者の居住の安定を確保
する観点から、住宅確保要配慮者が安心して暮ら
せるセーフティネット機能の整備を目指し、居住
支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率
を令和12年度までに50％とする（住生活基本計
画（全国計画）の成果指標を引用）。
また、住宅の確保だけではなく、入居後の見守り
等の生活支援を含めた切れ目ない支援を行うこ
とが重要であるため、このような支援活動を行う
居住支援法人の指定数の増加を促進する。

居住支援協議会を設立した市区町村の人口カ
バー率：3９％（令和7年度末時点）

居住支援法人の指定数：1,167法人（令和８年３
月末時点）

改正住宅セーフティネット法が令和７年10月に
施行されたことを踏まえ、同法に基づく居住サ
ポート住宅の供給等の施策を引き続き推進する。

セーフティネット機能の更なる充実を目指し、令
和17年度までに居住支援協議会を設立した市区
町村の人口カバー率が９割となることを目指す。

（居住⽀援協議会）
https://www.mlit.go.jp/ju
takukentiku/house/jutak
ukentiku_house_fr3_0000
19.html
（居住⽀援法⼈）
https://www.mlit.go.jp/ju
takukentiku/house/jutak
ukentiku_house_fr7_0000
26.html

国土交通省

86 地域における包括的な支援体制の構
築に向けた取組の推進

地域共生社会の実現に向けて、地域住民等と支
援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域
住民を包括的に支える体制整備（包括的な支援体
制の整備）を推進する。

令和７年度は、①地域で支え合う機能、②支援関
係機関が連携して支援を行う機能、③地域と支援
機関をつなぐ機能を有する「包括的な支援体制」
の整備に向けた取組を推進し、地域共生社会の実
現を目指す。

令和7年度は、地域の実情に合った包括的な支
援体制の構築に向けた取組を推進し、複数の生活
課題を抱えている方々や、地域社会から孤立して
いる方など、様々な支援ニーズに対応することを
通じて、地域共生社会の実現を目指し取組を行っ
た。

令和７年12月にとりまとめられた社会保障審議
会福祉部会報告書の中では、2040年に向けて、
全ての市町村において、包括的な支援体制の整
備を推進していくという大きな方向性が示され、
このための具体的な方策が盛り込まれた。今後、
当報告書に盛り込まれた取組を推進する。

厚生労働省

87 ひきこもり支援の推進 ひきこもり状態にある方やその家族等を支援す
ることにより、本人が望む形での社会参加を促進
し、本人や家族等の福祉の増進を図ることを目的
に、ひきこもり支援推進事業を実施する。

令和７年度はより身近な市町村域における相談
窓口の設置と支援内容の充実を図る。これによ
り、ひきこもりの状態にある方の孤独・孤立の予
防・解消に資することを目指す。

令和７年度は、都道府県ひきこもり地域支援セ
ンターにおいて、市区町村に対する後方支援を拡
充するとともに、現状の課題を踏まえたひきこも
り支援の新たな指針である「ひきこもり支援ハン
ドブック～寄り添うための羅針盤」の周知・広報を
行うなど支援の充実に取り組んだ。

ひきこもり状態にある方やその家族等が、身近
なところで相談ができ支援につながることができ
るよう、引き続き、国においても市町村における
支援の充実や都道府県が市町村の取組をバック
アップする体制の構築を推進する。 また、共同生
活による支援を実施する民間事業者から支援を
受ける際に本人や家族が留意すべき点や、民間事
業者の事業運営に対する自治体の関与、透明性
の確保状況など、その活動を総合的に評価できる
ガイドラインを作成し、被害防止を図る。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seis
akunitsuite/bunya/hukushi_kaigo
/seikatsuhogo/hikikomori/index.
html

厚生労働省

88 ＤＶ被害者等の緊急・一時的避難措置 ストーカー・ＤＶ事案等の被害者等の生命・身体
の安全を確保するための一時避難に係る支援を
推進する。

「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３年３月
30日閣議決定）の計画期間である令和８年３月ま
での間、ストーカー事案やＤＶ事案等の再被害防
止のための安全確保策として、被害者等の適切な
避難等に係る支援の推進等の各種対策を推進す
ることで、当該被害者等の孤独・孤立の抑止を図
る。

警察では、緊急・一時的に被害者等を避難させ
る必要がある場合に、ホテル等の宿泊施設を利用
するための費用を公費で負担し、迅速な被害者の
安全確保に取り組んでいる。

また、ストーカー事案及び配偶者等からの暴力
事案への対策に従事する警察官に対し、実務に必
要な専門的知識・技能を修得させるための教育を
実施している。

「第5次犯罪被害者等基本計画」（令和８年３月
17日閣議決定）の計画期間においても、引き続
き、被害の予防・拡大防止のため、関係機関との
連携や警察官に専門的知識・技能を修得させるた
めの教育等を推進する。

警察庁

89 被災者見守り・相談支援の推進 応急仮設住宅に入居するなど、異なる環境の中
にあっても、安心して日常生活を営むことができ
るよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常
生活上の相談を行った上で、必要に応じて専門の
相談機関へつなぐなどの支援を実施。

相談員等による見守り等によって、支援を必要
とせず、日常生活を営むことができる世帯数が増
加することを目指し、被災者のニーズを適切に把
握した上で必要な支援を実施する。これにより、
被災者の孤独・孤立の予防等を推進する。

令和7年度も、被災者が地域の中で安心して日
常生活を営むことができるよう、被災者の見守
り・相談支援を実施した。

引き続き、被災者がそれぞれの地域の中で安心
して日常生活を営むことができるよう、被災者の
ニーズを適切に把握した上で見守り・相談支援等
を実施する。

厚生労働省
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90 非行少年を生まない社会づくり 問題を抱えた少年に対する継続的な助言や少年

警察ボランティア等と協働した支援活動等を通じ
て、再非行防止対策を推進する。

令和７年度は、社会奉仕体験活動等への参加の
促進や修学・就労等に関する支援等の、個々の少
年のニーズに応じた支援活動の更なる充実を図
る。
これにより、少年が自分の居場所を見いだせず、
孤立したり疎外感を感じたりしないよう、周囲の
人々とのつながりの中で少年に自己肯定感や達
成感を感じさせ、また、他人から感謝される体験
を通じてきずなを実感させることにより、少年に
心のよりどころとなる居場所を作り、孤独・孤立
の抑止につなげる。

本人や保護者等の申出に応じて継続的な指導や
助言、カウンセリング等を行う継続補導を実施す
るとともに、再非行に走る可能性がある少年及び
その保護者に対して警察から連絡し、専門的な機
関との協働による活動を念頭に、継続的な声掛け
や、体験活動、学習・就労の支援等を行う「少年に
手を差し伸べる立ち直り支援活動」を推進してい
る。

同支援活動の更なる充実及び担当者間の連携
強化を図るため、関係機関や警察庁指定広域技
能指導官出席のもと、令和７年12月に近畿地方
で担当者会議を開催し、好事例の共有等を行っ
た。

引き続き、少年の再非行防止のため、立ち直り
支援事業を推進する。

警察庁

91 刑務所出所者等の就労・住居・相談先
の確保

頼る人や居場所がなく、孤独・孤立を感じやすい
刑務所出所者等に対して、地域で再犯することな
く生活が送れるよう、就労及び職場定着に向けた
就労支援を実施するとともに、住居がない場合は
更生保護施設等において、宿泊場所や食事の提
供、生活相談支援等を行うほか、身近な相談場所
や日常の居場所を地域の中に確保するため、地域
における支援体制の整備や支援者支援を行う「更
生保護地域寄り添い支援事業」（更生保護連携拠
点事業から名称変更）を実施する。

出所受刑者の２年以内再入率を低下させること
を目指し、令和７年度は、以下を目標に取り組む。
（就労）
更生保護就労支援事業、刑務所出所者等就労奨
励金を充実することにより就労及び職場定着に
向けた支援の強化を図る。
（住居・相談先）
更生保護施設の運営基盤の強化、老朽化した更生
保護施設の改築などにより、更生保護施設等の受
入れ及び処遇機能の強化を図るとともに、「訪問
支援事業」を充実するなどして地域社会におけ
る”息の長い”支援の実施体制の強化を図る。
また、地域支援体制を充実・強化させることで、刑
務所出所者等の相談先等を増加させる。
これにより、就労及び職場定着に困難を抱え、ま
た、頼れる人や居場所がなく、孤独・孤立を感じや
すい刑務所出所者等の孤独・孤立の予防・解消を
推進する。

（就労）
「更生保護就労支援事業」を全国２８庁において

実施し、刑務所出所者等と協力雇用主等とのマッ
チングや雇用後の働き掛けなど、継続的かつきめ
細かな支援を実施した。また、保護観察対象者等
を雇用し、就労継続に必要な技能及び生活習慣等
を習得させるための指導及び助言を行う協力雇
用主に対して支給している「刑務所出所者等就労
奨励金」について、令和７年度には、２０歳未満の
保護観察対象者等を雇用し、職場定着に必要な
フォローアップを実施した場合の「就労・職場定着
強化加算金」の対象年齢を５０歳以上にも拡大し、
より一層の就労・職場定着を促進した。

（住居・相談先）
更生保護施設の運営基盤の強化及び老朽化し

た更生保護施設の整備、刑務所出所者等の特性
等に応じた専門的な処遇の推進等により、更生保
護施設等の一層の受入れ・処遇機能の充実強化
を図った。また、訪問支援実施施設を対象に協議
会を行うなどし、取組を促進した結果、訪問支援
事業の委託実人員については、445人（令和５年
度）から、6５４人（令和６年度）に増加した。

また、「更生保護地域連携拠点事業」の事業内容
を一部見直し、事業名称を「更生保護地域寄り添
い支援事業」に変更した上で、全国４庁において
実施し、各地域の実情に応じた支援体制の整備や
支援者支援を実施した。

（就労）
「更生保護就労支援事業」について、令和８年度

は全国29庁において実施しつつ、引き続きその
促進を図っていく。また、引き続き「刑務所出所者
等就労奨励金」を活用し、就労・職場定着を更に促
進する。

（住居・相談先）
引き続き、更生保護施設等の受入れ及び処遇機

能の強化や、訪問支援事業の拡充等により”息の
長い”支援の実施体制の強化に向けて、取り組ん
でいく。

また、「更生保護地域寄り添い支援事業」におい
て、地域の更生保護関係団体とその他の関係機
関が連携した、より効果的な地域支援体制の在り
方について検討を進め、孤独・孤立を感じやすい
刑務所出所者等の相談先等の整備を図る取組を
推進する。

https://www.moj.go.jp/
hisho/seisakuhyouka/h
isho04_00080.html

法務省

92 刑務所出所者等に対する福祉的支援
等の実施

受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されてい
ない高齢者又は障害のある者等が矯正施設出所
後に社会で孤立することなく、福祉サービスを円
滑に利用できるように、関係機関が連携して、矯
正施設在所中から必要な調整を行い出所後の福
祉的支援につなげる。

受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されてい
ない高齢者又は障害のある者等については、矯正
施設出所後に、地域で適切な支援につなげること
ができず、孤独・孤立に至り、結果として再犯に至
ることも少なくないことから、令和７年度は、関係
機関等と連携し、受刑者等が矯正施設在所中から
必要な調整を行い、出所後の支援につなげる取組
の推進を図り、刑務所出所者等に対する福祉的支
援等を充実させる。
これにより、出所受刑者の２年以内再入率を低下
させる。

　令和7年度に、受刑者等のうち、適当な帰住先が
確保されていない高齢者又は障害のある者等が
矯正施設出所後に福祉サービスを円滑に利用で
きるように、関係機関が連携して、矯正施設在所
中から必要な調整を行った。
実績：令和６年度：７６６人
　　　　令和７年度：集計中

引き続き、犯罪をした者等が、地域社会で孤立
することなく必要な福祉サービス等の支援を受け
ることができるよう、保護観察所と地域における
関係機関・団体等との連携体制の整備に取り組
む。

法務省
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93 こどもに関する情報・データ連携によ
る支援の推進

地方自治体における、福祉・保健・教育などの情
報・データを分野横断的に連携し、潜在的に支援
が必要なこどもや家庭を把握し、プッシュ型・アウ
トリーチ型支援につなげる取組（こどもデータ連
携の取組）の実証事業を実施している。

令和７年度は、潜在的に支援が必要なこどもや
家庭を把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援
につなげるためのデータ連携の取組を実証的に
支援し、先行自治体の調査やヒアリング等をもと
に取組の事例集の作成も行うことで、全国展開に
向けた取組を推進する。
　これにより、支援が必要なこどもを取りこぼさな
いための仕組みづくりを推進し、こどもや家庭が
抱える孤独・孤立の予防・解消に資することを目
指す。

　令和7年度実証事業参加団体数：11団体
（内訳）
継続団体：８団体
新規団体：3団体

実証事業では、福祉・保健・教育などの情報・
データを連携することで、潜在的に支援を必要と
するこども・家庭を把握し、福祉・保健部局や教育
委員会・学校などが連携して見守りを行った結
果、プッシュ型・アウトリーチ型支援の実施につな
がった。また、地方公共団体がこどもデータ連携
に取り組むための事例集を策定し、1,788市町村
に配布した。

令和８年度は、こどもデータ連携の取組をさら
に推進するため、全国展開に向けた課題を整理・
検討する有識者検討会を立ち上げるとともに、こ
どもデータ連携の共通基盤のあり方について検
討を行う。

こどもデータ連携の取組の
推進｜こども家庭庁

こども家庭庁

94 地域における家庭教育支援 身近な地域において保護者が家庭教育に関する
学習や相談ができる体制が整うよう、地域の多様
な人材を活用した家庭教育支援チーム等による
保護者への学習機会の提供やアウトリーチ型の支
援等、地域の実情に応じた家庭教育支援を行う地
方公共団体の取組を推進している。

令和７年度は、家庭教育支援チーム等によるア
ウトリーチ型支援を実施するなど、特に支援が必
要で困難を抱える家庭が地域から孤立しないよ
う、専門人材も活用し、個々の状況に寄り添った
相談対応や情報提供を実施することを通じて、全
国の市区町村で保護者の不安や課題等への更な
る早期対応を可能とすることを目指す。

令和７年度予算において、家庭教育支援チーム
の組織化による保護者への学習機会や情報の提
供に加え、個別の支援が必要な家庭に寄り添った
相談対応の実施などを通じて、地域における家庭
教育支援の取組を後押しした。

引き続き、地域の多様な人材を活用した家庭教
育支援チーム等による保護者への学習機会や情
報の提供、相談対応、アウトリーチ型の支援等、地
域の実情に応じた家庭教育支援を行う地方公共
団体の取組を推進する。

文部科学省

95 地域若者サポートステーションにおけ
る若年無業者等への職業的自立支援
の推進

就労に当たって困難を抱える若者等（15～49
歳の無業の方。以下「若年無業者等」という。）が、
充実した職業生活を送ることができるよう「地域
若者サポートステーション」（以下「サポステ」とい
う。）において、地方公共団体と協働し、職業的自
立に向けた就労支援を実施する。

令和７年度も引き続き周知・広報によりサポス
テの認知度を高め、また、高等学校の中途退学者
等に対する希望に応じた出張相談等により、これ
まで支援が届きにくくサポステの利用に至らな
かった対象者へのアプローチや、心理的ケアを含
む就労支援に取り組む。
これにより、若年無業者等の職業的自立支援の推
進を通じて、孤独・孤立の予防・解消に資すること
を目指す。

周知・広報については、令和７年11月に広報サイ
トのリニューアルを行い、支援対象となる本人の
みならず、その家族に向けても、動画、ポスター、
リーフレット、タイアップ記事、SNS広告などを活
用した周知活動を行った。また、高等学校等との
連携により把握した中途退学者等に対しては、自
宅等へサポステ職員が訪問し、個別のニーズに応
じたアウトリーチ型の相談、各種自立支援プログ
ラムへの誘導を行った他、一部のサポステについ
ては、モデル的に専門の相談員を配置し、地域の
関係機関と連携して心理的ケアを含めた就労支
援を行う体制を構築した事例を収集し横展開を
図った。

引き続き、周知・広報やアウトリーチ型の相談支
援に取り組むことに加え、サポステの支援対象者
には、高校中退者やひきこもり経験者が含まれ、
対人接触の経験が乏しく、職場体験の実践的な支
援を受けるまでに必要な「コミュニケーション能
力」等の基本的な対人スキルが不足していること
を踏まえ、一部のサポステにおいて、モデル的に
専門の相談員を配置し、地域のボランティア活動
等により地域で人とつながり、活動する機会を活
用した就労支援を行う。当該支援から得られた好
事例を収集し、横展開することにより、若年無業
者等の職業的自立支援の推進を図り、孤独・孤立
の予防・解消に資することを目指す。

https://saposute-
net.mhlw.go.jp/

厚生労働省

96 地域におけるこども・若者の育成支援 国は、地方自治体における子ども・若者支援地
域協議会（以下「協議会」という。）又は子ども・若
者総合相談センター（以下「センター」という。）の
設置促進及び機能向上のためのアドバイザー等の
派遣や、ひきこもりなど困難な状態にあるこども・
若者の支援に当たる者に対する研修等を行って
いる。

　（こども・若者支援体制の整備推進）
令和７年度は、協議会又はセンターが設置されて
いない地方公共団体等へのアドバイザーや講師の
派遣等を介して協議会又はセンターの設置や機能
向上を進めることにより、どこにも“困ったときに
助けてくれる人”や“相談できる人”がいないとす
るこども・若者の割合が減少することを通じて、
孤独・孤立の予防・解消に資することを目指す。

（地域におけるこども・若者支援に当たる人材養
成）
専門的な支援人材及び地域における身近な支援
人材の養成・資質向上が進むこと等により、どこ
にも“困ったときに助けてくれる人”や“相談でき
る人”がいないとするこども・若者の割合が減少
することを通じて、孤独・孤立の予防・解消に資す
ることを目指す。

※「どこにも“困ったときに助けてくれる人”や“相
談できる人”がいないとするこども・若者の割合」
は、「こども・若者総合調査（仮称）」（令和７年度に
実施予定）により把握する。

（こども・若者支援体制の整備推進）
令和７年度も協議会又はセンターが設置されて

いない地方公共団体等へのアドバイザーや講師の
派遣等による協議会及びセンターの設置促進や
機能向上を図ることにより、孤独・孤立の予防・解
消に資する取組を行った。

（地域におけるこども・若者支援に当たる人材養
成）

令和７年度において、「アウトリーチ（訪問支援）
研修」及び「こども・若者育成支援研修」を実施。

令和８年度も引き続き、協議会及びセンターの
設置促進や機能向上に資する取組や、こども・若
者支援に当たる者に対する研修等を通じ、孤独・
孤立の予防・解消に資することを目指す。
また、新たにセンター等の地域の機関・団体にお

いて、効果的に相談につなげるための信頼関係を
構築し、必要な支援を提供するための「地域にお
ける若者支援コーディネート事業」を創設し、こど
も・若者支援の機能強化を目指す。

こども家庭庁

　②アウトリーチ型支援体制の構築
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97 地域包括支援センターの運営 地域住民の孤独・孤立対策を含む心身の健康の

保持及び生活の安定のために、地域包括支援セン
ターにおいて総合相談支援等を実施する。

短期目標としては、相談窓口の周知を推進する
とともに地域包括支援センターの総合相談件数
のモニタリングを実施する。
長期的には、地域住民の孤独・孤立の予防・解消
を含む心身の健康の保持及び生活の安定のため
に必要な援助を行うことにより、地域住民の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する
ことを目指す。

5,487か所（令和７年４月末時点）設置されてい
る地域包括支援センターが中心となって、介護事
業者、ボランティア団体、社会福祉協議会、民生委
員等のネットワークを構築し、高齢者の孤独・孤立
対策を含む支援ニーズの早期の把握と必要な支
援へのつなぎを行った。また、総合相談（全国
20,710,043件（令和６年度実績））等を実施し、
住民の健康の保持及び生活の安定のために必要
な援助を行った。

高齢者人口の伸び率や高齢者の実情は地域に
よって様々であり、地域ごとの工夫が必要になっ
てきている。また、高齢化の進展とともに複雑化・
複合化した課題を抱える高齢者が増加する中、
ニーズを把握し適切に支援・対応する必要があ
る。
地域住民の孤独・孤立の予防・解消を含む心身の
健康の保持及び生活の安定のために、総合相談
をはじめ地域包括支援センターにおける取組を引
き続き支援していく。

また、社会保障審議会介護保険部会における介
護保険制度の見直しに関する意見を踏まえ、頼れ
る身寄りがいない高齢者等からの相談対応につ
いて、介護保険制度の包括的支援事業（総合相談
支援事業）の相談対象として明確化することとし
た「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を第
221回特別国会に提出した。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/ka
igo_koureisha/chiiki-
houkatsu/

厚生労働省

98 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築推進

保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じ
て、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、
当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等
の様々な立場の者が協働し、市町村、障害保健福
祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重
層的な連携による支援体制を構築する。また、精
神障害者等の日常生活圏域を基本として、市町村
などの基礎自治体を基盤として進めていく必要
があることから、都道府県等は市町村との協働に
より、精神障害者等のニーズや、地域の課題を共
有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資
する取組を推進する。

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安
心して自分らしく暮らすことができるよう、令和７
年度は、補助金事業等を活用する等により、精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を
推進する都道府県等を増やし、都道府県等におけ
る支援体制の充実を目指す。
これにより、人と人との「つながり」を実感できる
地域づくりに資することを目指す。

令和７年度も補助金事業等の活用により、都道
府県等における精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築に資する取組への支援を行っ
た。また、関係者間で情報やノウハウを共有でき
るよう、ポータルサイトの設置等に加え、令和７年
度から自治体間の情報交換や連携体制の構築推
進を目的としたブロック会議を開催した。

引き続き、自治体間の情報交換や連携体制の構
築推進を目的としたブロック会議の開催を実施す
るとともに、補助金事業を通じて、必要な支援を
都道府県等に提供する等、精神障害にも対応した
地域包括ケアシステムの構築に資する取組への支
援を行う。

https://nimohoukatsu.
mhlw.go.jp/

厚生労働省

99 デジタル推進委員の取組の推進 デジタル社会の利便性を誰もが享受できる環境
を作っていくため、既に国、地方公共団体、各種団
体等が行っているデジタル機器・サービスに不慣
れな方等に対する事業や取組とも連携し、これら
の事業や取組に携わる方を横断的にデジタル推
進委員またはデジタル推進よびかけ員と位置付
け、幅広く国民運動として展開していくことを目
指し令和４年度に開始した。
今後、マイナンバーカードの活用をはじめとする
各種取組等の利便性を周知し、広く国民に普及し
ていくことを目指す。

令和７年度も引き続き、国民運動として、「デジ
タル推進委員」の取組を全国津々浦々に展開し、
国民の理解を更に深める。さらに、任命人数の増
加に加え、デジタル推進委員の活動を支えるコン
テンツの充実を図る。
これにより、高齢者等のデジタルに不慣れな方が
デジタル活用の場面において孤独・孤立すること
がないよう、社会全体として、デジタル社会の利
便性を誰一人取り残されず享受できる環境の形
成を目指す。

関係省庁や地方公共団体等とも連携して、令和
8年3月末時点で、5万9,000人を超えるデジタ
ル推進委員を任命するとともに、随時、マイナン
バーカード・マイナポータル等に関する活動に資
する情報を提供する仕組みを構築した。

今後も全国津々浦々に展開できるよう関係省
庁、地方公共団体、ボランティア団体等と継続的
に連携し、横断的にデジタル推進委員に任命して
いく。

併せて、各種団体等の活動事例の調査・分析を
行い、好事例の横展開や活動を活性化させる仕
組みを確立することで、孤独・孤立に悩むデジタ
ルに不慣れな方が身近に相談ができる場の構築
にも取り組み、誰一人取り残されずデジタルの利
便性を享受できる環境を全国的に整備していく。
 

https://www.digital.go.j
p/policies/digital_prom
otion_staff

デジタル庁

100 高齢者等に向けたデジタル活用支援の
推進

高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けて、
スマートフォンを利用したオンライン行政手続等
に対する助言・相談等を行う「講習会」を、令和３
年度から全国の携帯ショップ等で実施している。

　社会のデジタル化が急速に進む中で、各地域の
実情を踏まえつつ、デジタル活用支援の取組が行
き渡るよう、令和７年度は全国6,000か所での講
習会の実施を目指す。
これにより、デジタルに不慣れな方がデジタル化
の恩恵が受けられ、オンラインによるつながりの
機会の提供に資することを目指す。

民間企業や地方公共団体等と連携し、スマート
フォンを利用したオンライン行政手続等に対する
助言・相談等を行う「講習会」を、全国の携帯電話
ショップ等において実施し、令和７年度は、全国約
6,000か所以上で実施した。

「デジタル活用支援推進事業」については、令和
７年度をもって終了している。

https://www.digi-
katsu.go.jp/

総務省

101 自立相談支援機関における包括的な
支援の強化

生活困窮者自立支援制度の入り口として、生活
困窮者や生活困窮者の家族、その他の関係者の
相談に応じ、就労や住まいの課題をはじめとする
様々な課題を評価・分析（アセスメント）してその
状態にあった自立支援計画（プラン）を作成し、必
要な支援の提供につなげる。

加えて、関係機関とのネットワークづくりと地
域に不足する社会資源の開発等を行う。

生活困窮者の年間新規相談受付件数を令和７年
度までに40万件にするとともに、自立生活のた
めのプラン作成件数を新規相談受付件数の50％
とする。（新経済・財 政再 生計 画改 革工 程表
2022）

これにより、生活や住まい等にお困りの方々の
地域からの孤立を防止することを目指す。

令和6年度実績

新規相談受付件数： 302,828件
プラン作成件数　 ：　 89,492件

引き続き、生活困窮者の年間新規相談受付件数
を令和12年度までに40万件にするとともに、自
立生活のためのプラン作成件数を新規相談受付
件数の50％とする。

厚生労働省
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102 経済的事情によるデジタルデバイドの

是正
過去の料金滞納等により携帯電話契約に困難を

抱えた生活困窮者も携帯電話等の契約を行うこ
とができるよう一定の配慮を行っている通信事
業者のリスト（以下「リスト」という。）を作成し、自
治体等へ情報提供を行う。

リストの周知を通じて、生活困窮者が通信機器
を利用できないことにより社会から孤立すること
を防止することを目指す。

これまでも、過去の料金滞納等により携帯電話
契約に困難を抱えた生活困窮者も携帯電話等の
契約を行うことができるよう一定の配慮を行って
いる通信事業者について情報提供を行ってきた
ところ、令和８年３月には、最新情報に更新した上
で自治体等に情報提供を行った。

引き続き、生活困窮者者の方の携帯電話の保有
が広がるよう、情報提供をはじめとした取組を進
めていく。

厚生労働省

103 高齢者、障害者や孤独・孤立化した消
費者等の見守り活動等の充実

消費者の安全・安心が確保される地域体制を全
国的に維持・拡充することを目指し、「消費者安全
確保地域協議会」（以下「見守りネットワーク」とい
う。）の設置・活性化の促進及び地域の見守り活動
の担い手となる「消費生活協力員・協力団体」の養
成事業を実施している。

令和７年度においては、引き続き見守りネット
ワークの設置・活性化を促進する。
その際、消費者行政部局のみならず、福祉、警察、
金融機関及び小売・流通事業者等の多様な主体と
連携しつつ、人口規模や地理的な環境等を踏ま
え、柔軟かつ重層的な取組を促進する。

・見守りネットワーク設置市区町村の都道府県内
人口カバー率50％以上の都道府県数は、令和８
年３月末現在 2５。

　見守りネットワークの設置は一定程度進展。設置
数もさることながら、消費生活協力員・協力団体
の活用も含め、見守りネットワークの活動の活性
化を支援していく。

また、地方消費者行政強化交付金を通じて、見
守りネットワークの活性化と消費生活センターと
の連携強化を図る取組を推進していく。

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/local_co
operation/system_impr
ovement/network

消費者庁

104 保険者とかかりつけ医等の協働による
加入者の予防健康づくりの推進

かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者
の健康面や社会生活面の課題に対する保健指導
の実施や地域の相談援助等の活用の推進に取り
組む保険者協議会を支援している。

令和３年度から開始したモデル事業の実施結果
を踏まえ、保険者協議会が取組を実施する際の手
順等を令和５年度中に整理し、保険者とかかりつ
け医等の協働による加入者の予防健康づくり事
業を推進してきた。令和６年度からは保険者協議
会が行う事業として位置付けており、令和７年度
も引き続き保険者協議会の取組を支援する。
これにより、かかりつけ医等が医療保険者等と協
働しながら、加入者の孤独・孤立を含む社会生活
面の課題解消に資することを目指す。

令和7年度は、鳥取県保険者協議会において、
社会的課題を有する加入者を支援する取組を実
施した。

かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者
の健康面や社会生活面の課題に対する保健指導
の実施や地域の相談援助等の活用が推進される
よう、引き続き、保険者協議会の取組を支援す
る。

厚生労働省

105 博物館を活用した社会包摂に関する取
組への支援

博物館が、社会的・地域的課題に向き合い、その
解決に必要な人材確保やアウトリーチ活動を行う
などの先進的な取組を支援ている。

令和７年度は、地域の文化拠点として博物館が
多様な人々に開かれた場となる取組を支援する。
これにより、地域から孤立しがちな若者や高齢者
等に対しても、「居場所」を提供することを通じ
て、多様性の涵養と包摂的な地域づくりを目指
す。地域の誰もが文化芸術にふれる機会を提供す
ることで豊かな生活と心を育み、地方創生につな
がる地域課題の解決と活性化を実現していく。
また、中長期的には、地域や他機関と連携しなが
ら社会的・地域的課題に取り組む博物館が増加す
ることを目標とする。（民間の主体と連携する博
物館の割合：企業等29.9％、企業団体等31.6％
（令和元年度））

令和７年度は、Innovate MUSEUM事業にお
いて、「地域課題対応支援事業」として、16事業を
採択。博物館が中核となって、学校等の教育機関
や医療・福祉施設等、地域の多様な主体と連携
し、社会包摂をはじめとする社会的・地域的課題
の解決に向けた取組を推進した。

引き続き、事例集の発行や、事例発表会の開催
等、好事例の横展開を図るとともに、博物館を中
核とした社会的・地域的課題の解決の取組が持続
可能なものになるような地域連携体制づくりを支
援していく。

https://innovatemuseu
m.bunka.go.jp/

文部科学省

106 「つながりの場所」としての自然公園の
活用

　自然とのふれあいや地域との交流の機会を提供
することで、「つながりの場所」として国立公園を
はじめとする自然公園の活用を推進するため、魅
力的な自然体験アクティビティの造成を支援し情
報発信を行う。

自然とのふれあいや地域と交流する「つながり
の場所」としての自然公園において、訪問者が心
身をリフレッシュする機会を提供することにより、
人と人との緩やかなつながりづくりを推進するこ
とが必要との認識の下、令和７年までに日本人・
訪日外国人ともに、国立公園利用者数を新型コロ
ナウイルスの影響前に回復させることを目指す。

令和６年自然公園等利用者数調の数値では、国
立公園利用者数は３億３，６１４万人と前年比４．
２％の増加であり、新型コロナウイルスの影響前
（平成31年）と比較すると、まだ約９１％の回復と
なっている。令和６年以降も来訪者回帰の傾向が
見られる。

「国立公園に、行ってみよう！」サイト等を活用し
ながら、自然体験コンテンツの情報発信に努め
る。

https://www.env.go.jp/
nature/nationalparks/

環境省

　③人と人とのつながりを生むための施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進
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107 「つながりの場所」としての都市公園の

活用
多様な主体と連携したコミュニティ形成等に資

する様々な活動を通じ、緩やかなつながりを築け
る居場所づくりに取り組む都市公園の事例につ
いて収集・周知を図る。

令和７年度は、多様な主体と連携したコミュニ
ティ形成等に資する様々な活動を通じ、緩やかな
つながりを築ける居場所づくりに取り組む事例を
収集・周知することにより、都市公園における居
場所づくりに関する取組が一層促進されることを
目指す。

令和７年度も引き続き、地方公共団体が主体と
なって実施する孤独・孤立施策について、多様な
主体と連携したコミュニティ形成等に資する様々
な活動を通じ、緩やかなつながりを築ける居場所
づくりに取り組む事例の周知を図った。

令和８年度も引き続き、公園愛護会のような公
園で形成されたコミュニティにおいて、高齢者の
居場所づくりに取り組む優良な事例の収集・周知
を図り、引き続き、都市公園における居場所づく
りに関する取組が一層促進されることを目指す。

https://www.mlit.go.jp/
toshi/park/content/001
880642.pdf

国土交通省

108 地域におけるこどもの見守り体制の強
化

こどもの宅食等を行う民間団体等と連携して食
事の提供等を通じたこどもの状況把握を行うこと
により、地域におけるこどもの見守り体制の強化
を支援している。

令和７年度は、見守り活動を通じてこどもの支
援を地域ぐるみで進める支援対象児童等見守り
強化事業等を活用し、地域に根ざした民間団体や
関係機関と自治体の連携による状況把握・見守
り・支援を一層強化することにより、こどもや子育
て家庭の孤独･孤立の予防･解消に資することを
目指す。

支援対象児童等見守り強化事業の実施により、
令和７年度も引き続き、こどもの支援を地域ぐる
みで行う地域に根ざした民間団体と自治体が協
働して見守り活動等を行うことで、地域における
こどもの見守り体制強化の一層の強化を図るこ
とができた。

こどもや子育て家庭の孤立に伴う困難が引き続
き顕在化していることから、こどもへの宅食等を
行う民間団体等と連携して、食事の提供や学習支
援等を通じたこどもの状況・把握を行い、見守り
体制を強化することで、子育て世帯が孤立しない
ように引き続き支援を行っていく。

こども家庭庁

109 児童相談所の体制整備等による相談
体制の強化

　地方公共団体の設置している児童相談所の児童
福祉司の増員や、ＳＮＳによる一元的な相談受付
体制の整備等の取組を支援している。

児童相談所における相談支援体制を強化し、孤
独・孤立状態にあるこどもや保護者からの相談に
十分に対応できるようにするため、「新たな児童
虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、令
和８年度末までに児童福祉司の配置を7,390人
程度とすることを目指す。

令和7年度末児童福祉司の配置数：6,866人
（見込み）

「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラ
ン」については、依然として児童虐待相談対応件
数が高い状況にあることや、現在の増員状況も踏
まえ、令和６年12月に令和８年度までに910 人
程度を増員し、7,390 人とすることを目標とし
た。引き続き児童相談所における相談支援体制を
強化し、孤独・孤立状態にあるこどもや保護者か
らの相談に十分に対応できるようにする。

https://www.cfa.go.jp/
assets/contents/node/
basic_page/field_ref_re
sources/1180589f-
d9c1-4992-8180-
e8de010ea983/f8ecc5e
3/20241224-policies-

こども家庭庁

110 フードドライブの推進 「フードドライブ実施の手引き」を自治体等への
フードドライブの実施支援や消費者等への普及啓
発に活用するなどにより、フードドライブを推進す
る。

家庭で余っている食品を集めて、食品を必要と
している地域のフードバンク等の生活困窮者支援
団体、こども食堂、福祉施設等に寄附する活動で
ある「フードドライブ」を推進するため、令和７年度
は、自治体等へのフードドライブ実施支援ととも
に、消費者等へのフードドライブ認知度向上と理
解促進を図り、フードドライブを普及させる。
これにより、地域における「居場所づくり」等の活
動を行うこれらの団体・施設等への支援を通じ
て、孤独・孤立の予防に貢献することを目指す。

約６３０の自治体が「フードドライブ実施の手引
き」を認知しており、また、約840の自治体が
「フードバンク・フードドライブの推進」に関する取
組を実施（令和７年度、環境省実施調査により把
握）。

引き続き、令和７年度に見直しを行った「フード
ライブ実施の手引き」等を活用し、認知数及び実
施数の向上を図るため、周知啓発を実施してい
く。

環境省

111 中卒者や高校中退者への学習支援 「地域における学びを通じたステップアップ支援
促進事業」により、高校中退者等を対象に、地域
資源（高校、サポステ、ハローワーク等）を活用し
ながら社会的自立を目指し、高等学校卒業程度の
学力を身に付けさせるための学習相談及び学習
支援等を実施する地方公共団体の取組を支援し
ている。

令和７年度は、「地域における学びを通じたス
テップアップ支援促進事業」を継続的に行い、学
習相談等の提供、学習支援等の実施のほか、各地
域の抱える課題や資源などに応じた支援体制の
基盤構築を支援する。このような中卒者や高校中
退者に対して地域の学習施設等を活用した学習
相談・学習支援等を実施する地方公共団体の取組
を支援することで、人と人との「つながり」を実感
できる地域づくりに貢献することを目指す。
また、長期的には「地域における学びを通じたス
テップアップ支援促進事業」における優良事例の
横展開を行い、全国的な取組の推進・強化を図っ
ていく。

令和7年度は8自治体を採択し、事業を実施。高
校中退者等を対象に、地域資源（高校、サポステ、
ハローワーク等）を活用しながら社会的自立を目
指し、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせる
ための学習相談及び学習支援等を実施する地方
公共団体の取組を支援した。

令和6年度実施団体の事例集を作成し、HPで公
表した。例えば、高知県の事例では、のべ136名
が事業を利用し、22名が高等学校卒業認定試験
を受験し、１８名が合格（科目合格を含む）。愛知県
では、のべ2400名以上が事業を利用し、 実利用
者（192名）のうち48名が高等学校卒業程度認
定試験の受験や高等学校（入学・再入学・編入学）
の受験、就職活動を実施し、約9割の42名が高等
学校卒業程度認定試験合格、高等学校合格、就職
を果たした。

各自治体の事例を収集し、公表することで好事
例の横展開を図る。また、250以上の自治体は、
国の支援があれば高校中退者等への学習支援等
の取組実施を検討したいと回答しており（文部科
学省調べ）、国による支援を継続することが重要。

https://www.mext.go.jp
/a_menu/ikusei/manab
inaoshi/mext_00955.ht
ml

文部科学省

　④地域における包括的支援体制等の推進
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112 学校卒業後における障害者の学びの

推進
「誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生

きる共生社会」の実現に向け、学校から社会への
移行期や人生の各ステージにおける効果的な生
涯学習プログラムの開発、実施体制等に関する実
践研究事業及び調査研究事業を行っている。

令和７年度は、これまで蓄積してきた多様な生
涯学習モデルの普及啓発を強化し、都道府県を中
心とした取組の広がりに重点を置く形で、施策の
充実を図る。
これにより、地域における障害者の生涯にわたる
学び（学習・文化芸術・スポーツ等）の機会の充実
を通じて、障害の有無にかかわらず、誰もが共に
学び、生きる共生社会の実現を目指す。

令和7年度は、「学校卒業後における障害者の学
びの支援推進事業」において、31団体を採択し、
全国各地の障害者の生涯学習に係る取組を支援
するとともに、普及啓発を目的とした「共に学び、
生きる共生社会コンファレンス」を全国18か所で
開催した。

また、障害者の生涯学習支援活動について他の
模範と認められる者に対し、文部科学大臣表彰を
行っており、令和7年度は51件を表彰した。

継続的な支援が可能な仕組み作りに向けた機運
の醸成を目指し、都道府県を中心とした取組の広
がりに重点を置く形で、施策を充実させる。

https://www.mext.go.jp
/a_menu/ikusei/gakusy
ushien/index.htm

文部科学省

113 ヤングケアラーの支援に関する取組 国及び地方公共団体が、ヤングケアラーの認知
度向上に取り組むとともに、国は、地方公共団体
におけるヤングケアラーの支援体制を強化するた
めの財政支援を実施している。

令和７年度は、令和４年度から令和６年度に実施
した認知度向上の集中取組期間における取組を
踏まえ、更にヤングケアラーに対する理解や気づ
きにつながる様々な広報展開を行うことにより、
ヤングケアラーの早期把握・支援につながる社会
風土の更なる醸成を図るとともに、引き続き、地
方公共団体におけるヤングケアラー支援体制の強
化、当事者団体や支援団体のネットワークづくり
を支援する。

これにより、ヤングケアラーの早期発見・支援に
つなげ、孤独・孤立の予防・解消に資することを目
指す。

令和４年度から令和６年度までの実施した認知
度向上の集中取組期間を踏まえ、令和７年度、国
において、ヤングケアラーに対する理解や気づき
につながる広報啓発を行うとともに地方公共団
体における広報啓発への支援を行った。また、地
方公共団体におけるヤングケアラー支援体制の構
築・強化及び当事者団体や支援団体のネットワー
クづくりへの支援を行うことで、ヤングケアラーの
早期把握・支援につなげ、孤独・孤立の予防・解消
に資する取組を実施した。

令和８年度も引き続き、ヤングケアラーに対する
理解や気づきにつながる様々な広報展開や各種
支援を展開するほか、ヤングケアラー支援におい
て関連分野の支援者等が活用可能なツールや情
報に関する調査研究等により、本人と家族の円滑
な関係構築に関する支援事例、ヤングケアラーが
活用可能な相談支援・心理支援・居場所などの社
会資源、福祉・介護・医療・就労・教育の各分野や
民間企業等で実施されている学習支援や就労を
含む体験支援・柔軟な就労機会に関する情報をと

りまとめ自治体等へ周知し、ヤングケアラーの早

期把握・支援につなげ、孤独・孤立の予防・解消に
資することを目指す。

こども家庭庁

114 地域における効果的な熱中症予防対
策の推進

高齢者（中でも特に単身高齢者）は熱中症リスク
が高く、医学的要因・感覚的要因からエアコンの不
使用や水分・塩分の摂取不足が見られる。高齢者
等の熱中症弱者に対する熱中症対策を進めるた
め、熱中症対策普及団体の制度の活用を含む、地
域における高齢者等の見守り・声かけ等の活動を
推進することで熱中症予防行動に関する自助の
意識の向上を図るとともに、熱中症の早期発見と
対応の共助・公助の地域コミュニティを形成する。

高齢者（中でも特に単身高齢者）は熱中症リスク
が高いことから、高齢者等の熱中症弱者に対して
熱中症予防のための見守り・声かけを行うことが
当たり前になる地域づくりを目指す。これにより、
「熱中症対策実行計画」の中期的な目標（2030
年）として掲げている熱中症による死亡者数を現
状（※）から半減させるという目標の達成を目指
す。
※５年移動平均死亡者数を使用、令和５年（概数）
における５年移動平均は1,327人

・令和７年（概数）における熱中症による死亡者数
の５年移動平均は1,５１３人であった。
・高齢者等への見守り、声かけ等の活動の強化な
ど、地域における熱中症対策の推進を目的とし
て、都道府県や市区町村の担当者を支援するた
め、熱中症対策の推進に関する相談・支援を行っ
た。
・地域モデル事業において、地域で活動する団体
や企業等と協働した高齢者等への見守り、声かけ
活動等の取組を実施している地方公共団体を支
援するとともに、「地域における熱中症対策の先
進的な取組事例集」において、取組事例の周知を
図った。
・高齢者への見守り・声かけについて事務連絡を
発出し「高齢者のための熱中症対策（リーフレッ
ト）」の周知を図った。

高齢者等の見守り・声かけ等の地域における熱
中症対策をより一層推進するため、引き続き、熱
中症予防施策に関して先駆的な取組を行ってい
る事例等を収集し、地方公共団体等へ情報共有を
行う。 ・⾼齢者のための熱中症

対策（リーフレット）
https://www.wbgt.env.
go.jp/pdf/pr/20230530_
leaflet_for_elderly.pdf
・「熱中症対策のための
⾼齢者への⾒守り・声か
けについて」_事務連絡
https://www.wbgt.env.
go.jp/pdf/notice/20250
815_notice2.pdf

環境省

115 成年後見制度・権利擁護支援の取組の
促進

地域共生社会の実現という目的に向け、本人を
中心とした支援・活動における共通基盤となる考
え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地
域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一
層の充実などの成年後見制度利用促進の取組を
更に進めていく。

令和７年度においては、令和６年度に実施した
第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中
間検証の結果を踏まえ、都道府県・市町村等に対
する成年後見制度利用促進体制整備推進事業や
成年後見制度利用促進体制整備研修事業の実施
等を通じて権利擁護支援の地域連携ネットワーク
の体制整備を推進すること等により、引き続き、
全国どの地域においても、孤独・孤立の状態に置
かれている人も含めた制度の利用を必要とする
全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続す
ることができる体制の整備を目指す。

　地域連携ネットワークづくりの推進や総合的な
権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透な
ど更なる制度の運用改善等に向けた取組を通じ、
全国どの地域においても、制度の利用を必要とす
る人が、尊厳のある本人らしい生活を継続するこ
とができる体制の整備を目指して取組を進めて
いる。
　小規模の町村などで体制整備が進んでいない
状況もみられる中で、体制整備を進める自治体が
必要に応じて活用できる支援として、成年後見制
度利用促進体制整備推進事業による支援を引き
続き実施した。
　なお、中核機関の整備については、令和７年４月
１日時点で1,３４０市町村(約 ７６.９％)。

　成年後見制度や地域における権利擁護事業の
適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権
利擁護相談支援センター」を設置可能等とする社
会福祉法等の一部を改正する法律案を閣議決定
して国会に提出した。

令和８年度は、上記の法律案や成年後見制度の見
直し内容、第二期成年後見制度利用促進基本計
画の中間検証の結果等を踏まえ、第三期成年後
見制度利用促進基本計画の策定に向けて成年後
見制度利用促進専門家会議を開催し、関係者と意
見交換を行いながら地域連携ネットワークにおけ
る権利擁護支援策の充実などの成年後見制度利
用促進の取組を進めていく。

第⼆期成年後⾒制度利⽤
促進基本計画
https://www.mhlw.go.j
p/content/000917303.p
df
第⼆期成年後⾒制度利⽤
促進基本計画に係る中間
検証報告書
https://www.mhlw.go.j
p/content/12000000/00
1435369.pdf

厚生労働省
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116 民生委員・児童委員活動への支援 民生委員・児童委員の活動に必要となる交通費

や電話代等の実費弁償としての活動費について
地方交付税措置を講じている。

令和７年度は、民生委員・児童委員活動の実態
に応じた支援を行うことで、孤立しがちな様々な
課題を抱える住民への訪問や見守り活動などを
通じて、地域福祉の推進を図ることを目指す。

令和７年度も、民生委員・児童委員の活動実態
を踏まえ、引き続き支援を行った。今後も地域福
祉の推進のための環境整備を進めていく。

都道府県等が民生委員・児童委員に対して支弁
する活動費について地方交付税措置を講じてい
るが、令和８年度に引上げを実施するとともに、
民生委員・児童委員の活動実態を踏まえて、引き
続き支援していくことで、地域福祉の推進のため
の環境整備を進めていくこととしている。

厚生労働省
こども家庭庁

117 社会福祉協議会への支援 各都道府県及び各指定都市社会福祉協議会に
福祉活動指導員を、各市町村社会福祉協議会に
福祉活動専門員を配置するため、都道府県及び
市町村に対して地方交付税措置を講じている。

令和７年度は、福祉活動指導員及び福祉活動専
門員の実態に応じた支援を行うことで、地域福祉
の推進を図ることを目指す。

令和７年度も、社会福祉協議会において地域福
祉の推進に向けた取組を安定的に実施できるよ
う、福祉活動指導員及び福祉活動専門員の人員
配置に必要な経費を確保した。

福祉活動指導員及び福祉活動専門員の人員配
置や活動状況を踏まえて、引き続き、その設置に
必要な経費について支援していくことで、地域福
祉の推進のための環境整備を進めていく。

厚生労働省

118 生活保護世帯を含む生活困窮者等の
住まい対策の推進

生活困窮者等の安定した住まいの確保に向け
て、総合的な相談支援、入居前から入居後の支
援、住まい支援に必要な地域資源開発・環境整備
を推進する。

令和７年度は、生活困窮者等の安定した住まい
の確保に向けて、引き続き、総合的な相談支援、
入居前から入居後の支援、住まい支援に必要な地
域支援開発・環境整備の取組を推進する。これに
より、安定した住まいの確保に向けて支援を行う
ことで、生活困窮者等の孤独・孤立対策に資する
ことを目指す。

生活困窮者等の安定した住まいの確保に向け
て、総合的な相談支援、入居前から入居後の支
援、住まい支援に必要な地域資源開発・環境整備
の取組を推進した。また、生活困窮者自立支援法
を改正（令和７年４月施行）し、居住支援の一層の
強化を図った。

生活困窮者自立支援法改正法の施行を踏まえ、
引き続き、生活困窮者等の安定した住まいの確保
に向けた取組を推進する。

厚生労働省

119 生活困窮者の就労準備支援 就労に必要な実践的な知識・技能等が不足して
いるだけではなく、複合的な課題があり、生活リ
ズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱え
ている、就労意欲が低下している等の理由で就労
に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し
て、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形
成からの支援を計画的かつ一貫して実施する。

孤独・孤立の問題を抱えやすい生活困窮者に対
し、就労に向けた準備としての基礎能力の形成か
ら支援を行うため、令和７年度は、就労準備支援
事業の実施自治体数の増加を目指す。

就労準備支援事業の実施自治体数の増加
・令和５年度　732自治体（81％）
・令和６年度　747自治体（８２％）
・令和７年度　764自治体（84%）
※令和７年６月時点

引き続き、生活困窮者に対し、一般就労に向け
た準備としての基礎能力の形成からをどの地域
でも行えるよう、就労準備支援事業の実施自治体
数の増加を目指していく。

厚生労働省

120 困難な問題を抱える女性支援 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律」（令和４年法律第52号。以下「女性支援新法」
という。）に基づき、困難な問題を抱える女性の人
権を尊重し、安心して、かつ、自立して暮らせる社
会の実現に寄与することを目的として、抱えてい
る問題及び背景、心身の状況等に応じた最適な支
援を受けられるよう、その発見、相談、心身の健康
の回復のための援助、自立して生活するための援
助等の多様な支援を包括的に提供する体制整備
を図る。

時代とともに多様化する困難な問題を抱える女
性を対象として、相談から保護・自立支援までの
専門的な支援を包括的に提供できるようにする。
これにより、困難な問題を抱える女性の孤独・孤
立の予防・解消に資することを目指す。

　困難な問題を抱えた若年女性等について、公的
機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチか
ら居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を
含めたアプローチを行う事業の実施に要する費用
の補助について、令和7年度は23自治体に対し
て行った。
　また、相談から保護、自立に至るまでの支援を
適切に提供するため、女性相談支援員を配置する
都道府県・市町村（特別区を含む。）単位で、女性
相談支援センター等の都道府県の関係機関や、都
道府県・市町村の関係機関、民間団体等が、支援
に必要な情報や支援方針を共有し、横断的な連
携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援
を展開するためのネットワークを構築、運営に要
する費用の補助について、令和7年度は28自治
体が実施している。
　これらの施策を通じて、困難な問題を抱える女
性の孤独・孤立の予防・解消を図った。

　困難な問題を抱える女性の孤独・孤立の予防・
解消のために引き続き、本事業による支援を推進
していく。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/kodomo/kodomo_
kosodate/dv/index_000
23.html
https://anata-no-
mikata.mhlw.go.jp/

厚生労働省
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121 地方公共団体における再犯防止の取

組の推進
地方公共団体による再犯防止の取組を一層促

進し、犯罪をした者等が、刑事司法手続を離れた
後も地域において必要な支援を受けられるよう
にするため、国及び都道府県の取組として「地域
再犯防止推進事業」を実施している。また、地方公
共団体に対して、再犯防止に関する知見を提供す
るとともに、地方公共団体が実施する効果的な取
組や事例を共有するための協議会を開催してい
る。

・短期的目標①：令和７年度は、「地域再犯防止推
進事業」の直接支援の支援件数につき、対前年度
比増を目指す。
・短期的目標②：令和７年度は、地方再犯防止推進
計画の計画策定数につき、対前年度比で１割以上
の増加を目指す。
・長期的目標：犯罪をした者等のニーズを把握し、
適切な支援を提供することを通じて、それらの者
が孤立することなく、地域社会の一員として地域
のセーフティネットの中に包摂されること、ひいて
は再犯等を防止することを目指す。

・令和７年度は、「地域再犯防止推進事業」の直接
支援の支援件数が3,672件となり（対前年度比
387件増）、短期的目標を達成した。
・令和７年度は、地方再犯防止推進計画の計画策
定数が１,０１５団体となり（対前年度比25％増）、
短期的目標を達成した。

引き続き地方公共団体に対して適切な情報提供
や助言等の必要な支援を行い、地方公共団体に
よる再犯防止の取組の促進を図る。

https://www.moj.go.jp/
hisho/saihanboushi/his
ho04_00041.html

法務省

122 少年鑑別所（法務少年支援センター）に
よる地域相談活動

少年鑑別所では、「法務少年支援センター」とい
う名称を用いて、地域社会における非行及び犯罪
に関する各般の問題について、少年、保護者等か
らの相談のほか、関係機関からの依頼に基づき情
報提供、助言、心理検査等のアセスメント、その他
の心理的援助等の各種の専門的支援を行うな
ど、地域社会のニーズに広く対応している。

令和７年度は、地域の関係機関等との連携体制
の強化に加えて、受付窓口の利用しやすさの向上
や、法務少年支援センターが提供できるノウハウ
の周知広報のための取組の一層の積極化を図
る。
これにより、必要な支援が複数の領域にまたがる
孤独・孤立の問題に、教育関係機関や保健・福祉
機関等との連携の下で適時の支援が可能となる
環境の整備を推進する。

令和７年における地域援助実施件数は15,４０７
件（速報値）であった。取り分け、教育関係機関の
依頼による実施件数は最も高い割合を占め、次い
で、保健・福祉関係機関の割合が高い状況である
ところ、複数の領域にまたがる支援が求められる
孤独・孤立の問題に関しては、関係機関との緊密
な連携の下での対応に努めている。

また、地域の関係機関等との連携体制の強化に
加えて、ホームページをリニューアルするなど、受
付窓口の利用しやすさの向上や、法務少年支援セ
ンターが提供できるノウハウの周知・広報のため
の取組の一層の積極化を図った。

引き続き、地域の関係機関等との連携体制の強
化に加えて、受付窓口の利用しやすさの向上や、
法務少年支援センターが提供できるノウハウの周
知広報のための取組の一層の積極化を図るとと
もに、教育関係機関や保健・福祉機関等との連携
の下で、孤独・孤立の問題を抱える対象者に対し
て適時の支援が可能となるよう、環境の整備を推
進していく。

法務省

123 高齢又は障害により福祉的な支援を必
要とする矯正施設退所者等の地域生
活への定着等の促進

平成21年度より、「地域生活定着支援センター」
を整備し、高齢又は障害により支援を必要とする
矯正施設退所者等に対して、保護観察所等と協働
し、退所後直ちに福祉サービス等につなげてい
る。

地域生活定着支援センターが重層的支援会議や
（自立支援）協議会等の各種協議体に参加した回
数を、令和７年度は480回以上（１か所の地域生
活定着支援センター当たり平均10回以上）にす
る。
また、矯正施設退所者を受け入れた施設等への助
言等を行うフォローアップ業務終了事由の再犯等
の者の人数を、矯正施設入所者の帰住地調整等
を行うコーディネート業務により受入先に帰住し
た者の人数で除した、直近の２年平均の値を、令
和７年度は21.1％以下とする。
これらの他機関連携による取組を通じ、高齢又は
障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設
退所者等の社会復帰及び地域社会への定着を支
援し、地域共生社会の実現を図るとともに、その
結果として再犯を防止し、また、孤独・孤立の防止
に資することを目指す。

地域生活定着支援センターが重層的支援会議や
（自立支援）協議会等の各種協議体に参加した回
数は、令和7年度については現在集計中である
が、令和6年度は514回であった（令和７年度実
績については、令和8年7月頃集計予定）。

また、矯正施設退所者を受け入れた施設等への
助言等を行うフォローアップ業務終了事由の再犯
等の者の人数を、矯正施設入所者の帰住地調整
等を行うコーディネート業務により受入先に帰住
した者の人数で除した、令和７年度の直近の２年
平均の値は、20.8％であった。

引き続き、高齢又は障害により、福祉的な支援
を必要とする矯正施設退所者等の社会復帰及び
地域社会への定着を促進させるよう取り組む。

特に、地域生活定着支援センターが、重層的支
援会議や（自立支援）協議会等の各種協議体に参
加することなどを通じて、官民協働の支援ネット
ワークを構築強化し、地域共生社会の実現を図る
とともに、その結果として再犯を防止し、また、孤
独・孤立の防止に資することを目指す。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/se
ikatsuhogo/kyouseishis
etsu/index.html

厚生労働省

124 孤独・孤立に起因する消費者被害の防
止等のための啓発

適格消費者団体等と、孤独・孤立や周辺分野の
対策を行う団体等との連携を促進するなど、孤
独・孤立に起因した消費者被害の把握に努めると
ともに、孤独・孤立した消費者に向けた被害の防
止・回復に向けた周知・啓発を促進する。

令和６年度は、これまでの事業の成果や明らか
になった課題等を踏まえ、消費者被害の拡大防止
や被害回復に向けた周知・啓発を図るとともに、
適格消費者団体等が孤独・孤立した消費者の被害
状況を把握できる環境を整えることを目指す。

令和４年度～令和7年度においては、適格消費
者団体等と孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等と
の連携を促進し、孤独・孤立に起因した消費者被
害に係るオンライン相談会及びシンポジウムを実
施した。

令和４年度から開始した「孤独・孤立に起因する
消費者被害の防止等のための啓発事業等」は、孤
独・孤立を始めとする複合的な要因で生じる消費
者被害に対応するため、毎年度、連携するNPOの
対象分野を設定し、当該分野に関連するNPO等
と適格消費者団体等の連携関係の構築を目的と
したシンポジウム等を開催してきたところ、団体
間の連携関係の構築が一定程度なされたため、
終了した。

消費者庁

27



 
125 外国人のための日本語教育の推進 ・外国人等に対する日本語教育の推進のため、日

本語教育の全国展開・学習機会の確保や日本語
教育の質の向上等のための施策を実施している。
・外国人児童生徒等の就学、学校における日本語
指導や支援体制整備等の支援のための補助事業
や、特別の教育課程の編成による日本語の特別
の指導を実施している。

言語や宗教、生活等の多様な文化的な背景があ
る外国人児童生徒にとって、孤独・孤立を感じや
すい。そのため、将来にわたって我が国に居住し、
共生社会の一員として今後の日本を形成する存
在であることを前提に、日本における生活の基礎
を身に付け、その能力を伸ばし未来を切り拓くこ
とができるよう日本語教育環境を整備する。
令和７年度は、日本語学習者を増加させることを
通じ、以下を目標に外国人との共生社会の実現を
推進する。
・学齢の全ての外国人のこどもの就学状況が把握
されるとともに、就学案内や就学勧奨の徹底によ
り、公立小・中学校等への就学を希望する全ての
外国人のこどもが就学することができる。
・全国どの地域の公立学校においても充実した日
本語指導等を受けることができる。
・全ての日本語指導が必要な児童生徒が希望に応
じて高校・大学等に進学して適切な教育を受け、
日本社会で自立して生活し、自己実現を図ること
ができる。

令和６年４月に施行された「日本語教育の適正
かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の
認定等に関する法律」に基づき認定日本語教育機
関の認定、日本語教員試験の実施、登録実践研修
機関・登録日本語教員養成機関の登録、登録日本
語教員の登録を実施中。

外国人児童生徒等の就学、学校における日本語
指導や支援体制整備等の支援のための補助事業
を行うとともに、特別の教育課程の編成による日
本語の特別の指導を推進した。

引き続き、「日本語教育の適正かつ確実な実施
を図るための日本語教育機関の認定等に関する
法律」（令和６年４月施行）に基づき、日本語教育
機関の認定等を通じて、日本語教育環境の整備を
図る。

引き続き、学齢の全ての外国人のこどもの就学
状況が把握されるとともに、就学案内や就学勧奨
の徹底により、公立小・中学校等への就学を希望
する全ての外国人のこどもが就学し、全国どの地
域の公立学校においても充実した日本語指導等
を受けることができるとともに、全ての日本語指
導が必要な児童生徒が希望に応じて高校・大学等
に進学して適切な教育を受け、日本社会で自立し
て生活し、自己実現を図ることが実現できるよう
取り組む。

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/clarin
et/003.htm

文部科学省

126 身寄りのない高齢者等が抱える生活上
の課題に対応するための試行的な取
組の実施

令和６年度から、市町村を実施主体とするモデ
ル事業として、
・身寄りのない高齢者等の相談を受け止め、地域
で利用可能な社会資源につなげるコーディネー
ターを配置した窓口の整備を行う取組や、
・十分な資力がないこと等を理由として、民間事
業者により支援を受けられない方を対象に、意思
決定支援を行いながら、日常生活の支援などを
パッケージで提供する取組
を実施し、課題の整理等を行う。

令和７年度は、引き続きモデル事業の実施を通
じて課題の整理等を行い、好事例の横展開を目指
す。

令和７年度においては、包括的な相談・調整窓口
の整備の取組を１１自治体、総合的なパッケージ
支援の取組を２１自治体が実施し、ヒアリング等に
より課題の整理等を行うとともに、他の自治体が
参考にできるよう、取組内容をまとめたスライド
を作成した。

モデル事業の取組を通じて課題の整理等を行い、
好事例の横展開を目指すとともに、社会保障審議
会福祉部会の報告書の内容を踏まえ、頼れる身寄
りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の
手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福
祉事業に位置付け、あわせて相談体制等の整備を
図ることとする社会福祉法等の一部を改正する
法律案を閣議決定して本国会に提出した。上記の
法律案等を踏まえ、必要な取組を推進する。

https://www.mhlw.go.j
p/stf/newpage_67483.h
tml
https://www.mhlw.go.j
p/content/001676828.p
df

厚生労働省

127 高齢者等終身サポート事業者ガイドラ
インについて

独居高齢者等の増加が見込まれる中、身元保証
や日常生活支援、死後事務等を契約に基づいて
行う事業者（「高齢者等終身サポート事業者」）が
増加してきている。
高齢者等終身サポート事業については、死後の
サービスを含み、契約期間が長期であること等の
特徴があることから、利用者保護の必要性が高
く、事業者の適正な事業運営を確保し、事業の健
全な発展を推進するとともに、利用者の利用の安
心等を確保していくことが必要である。
今後、事業のニーズの増加が見込まれる中、業務
の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたが
ることから、遵守すべき法律上の規定や、留意す
べき事項等を関係府省庁横断で整理し、「高齢者
等終身サポート事業者ガイドライン」を策定した。

高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生
活支援等のサービスを行う「高齢者等終身サポー
ト事業者」の増加を踏まえ、事業者が遵守すべき
法律上の規定や留意事項等について、ガイドライ
ンの普及を図るとともに、関連制度等の必要な見
直しを検討する。
これにより、事業者の適正な事業運営を確保し、
事業の健全な発展を推進することや、利用者が安
心して事業を利用できることを目指す。

利用者が安心して高齢者等終身サポート事業の
サービスを利用できるよう、関係府省庁と連携し
て、令和7年度も「高齢者等終身サポート事業者ガ
イドライン」の周知に取り組んだ。

関係府省庁が連携して、高齢者等終身サポート
事業者ガイドラインの普及を図るとともに、業界
団体の取組の後押しを行いながら、高齢者等終身
サポート事業の適正な事業の確保にむけた取組
を進める。さらに、頼れる身寄りがいない高齢者
等への支援の拡充について盛り込んだ「社会福祉
法等の一部を改正する法律案」を第221回特別
国会に提出し、頼れる身寄りがいない高齢者等へ
の支援を進める。

https://www.mhlw.go.j
p/content/001262630.p
df

厚生労働省、内
閣府、金融庁、消
費者庁、総務省、
法務省、経済産
業省、国土交通

省

128 良質なテレワークの導入・定着促進 適切な労務管理下におけるテレワークの導入・
定着促進のため、テレワークガイドライン（※）に
沿った取組を企業に促すためのセミナー・表彰
や、ワンストップでの相談窓口の設置、テレワーク
を制度として導入する中小企業事業主への助成
等の事業を実施。
（※）テレワークの適切な導入及び実施の推進の
ためのガイドライン

労働者が安心して働くことのできる良質なテレ
ワークの導入・定着の促進を通じて、孤独・孤立対
策に資する。令和７年度に実施するテレワークセ
ミナーにおける労務管理の講義について、受講者
に実施するアンケートにおいて、その80％以上か
ら「「テレワークガイドライン」について理解するこ
とができた」旨の回答を得る。

令和７年度に実施したセミナーにおいて実施し
たアンケート結果については、受講者の90.6％
がテレワークガイドラインについて理解すること
が出来たという旨の結果となった。

令和８年度も引き続き、テレワークセミナーを実
施予定であるため、セミナーにおいてより一層、
ガイドラインへの理解を深めてもらうことを目指
す。

https://telework.mhlw.
go.jp/

厚生労働省

　⑤関連施策の推進
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129 職業訓練等の活用促進 公的職業訓練は、キャリアアップや希望する就職

を実現するために必要な職業スキルや知識を習
得することができる無料の職業訓練を提供して
いる。
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易に
するために必要な資格の取得を促進するため、ま
た、主体的な能力開発の取組を支援するため、給
付金を支給している。

令和７年度も引き続き、無料の職業訓練を受講
する機会を提供し、就職を支援することを通じ
て、必要な職業スキルや知識を習得し、生活に困
窮する方々を含めた求職者が希望する仕事に就
くことを目指す。
さらに、就職を容易にするために必要な資格の取
得や主体的な能力開発の取組を支援し、ひとり親
家庭の自立の促進を図る。

令和７年度も、キャリアアップや希望する就職を
実現するために必要な職業スキルや知識を習得
することができる無料の職業訓練を実施した。
(厚生労働省）

令和6年度は、高等職業訓練促進給付金を受給
して資格を取得した者のうち73％が就業に繋
がった。（こども家庭庁）

令和８年度も引き続き、無料の職業訓練を受講
する機会を提供し、就職を支援することを通じ
て、必要な職業スキルや知識を習得し、生活に困
窮する方々を含めた求職者が希望する仕事に就
くことを目指す。（厚生労働省）

引き続き、就職を容易にするために必要な資格
の取得や主体的な能力開発の取組を支援し、ひと
り親家庭の自立の促進を図る。（こども家庭庁）

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/jin
zaikaihatsu/hellotrainin
g_top.html

厚生労働省
こども家庭庁

130 難聴者のための聴覚補助機器の利用
による社会参加の推進

障害者等が日常生活を送る上で必要な移動等
の確保等を図るために身体機能を補完又は代替
するように製作されたもので、かつ長期間継続し
て使用される用具について、同一の月に購入等に
要した費用を合計した額から対象者等の負担能
力をしん酌して政令で定める額を控除して得た額
を支給している。

補聴器販売者が適切な補聴器の選定や使用指
導等を的確に行えるよう、必要な知識及び技能を
修得させるための研修を実施している。
難聴者等が人と人とのつながりを実感できる社
会に寄与するため、補聴器を必要とする難聴者等
に対する補装具費の支給、補聴器販売者の技能
向上研修事業及び適切に補聴器を購入・利用する
ための注意喚起を実施する。
自治体における難聴高齢者の早期発見・早期対応
の取組を促進する。

　令和７年度は、
・補装具費支給申請者が適切な補装具事業者の
選定及び契約、身体に適合した補聴器の利用等が
できるよう、市町村に協力を要請し、補装具事業
者の経歴や実績などを勘案の上、情報の提供に
努めていく。
・購入時の注意点を広く周知することにより、消
費者被害の未然防止及び拡大防止に努める。
・難聴高齢者の早期発見・早期対応に資する調査
研究を行う。
これにより、難聴者が人と人とのつながりを実感
できる社会に寄与することを目指す。

・難聴高齢者の早期発見・早期対応に関する調査
研究事業を実施（令和５年度・令和６年度）。令和５
年度の調査研究結果を踏まえ、自治体向けに「難
聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた関係者
の連携に関する手引き」を作成し、周知を行った。
・補装具費支給申請者が適切な補装具事業者の
選定及び契約、身体に適合した補聴器の利用等が
できるよう、市町村から申請者に対して補装具事
業者の経歴や実績などを勘案の上、情報提供する
ことについて協力を要請した。
・購入時の注意点を広く周知することにより、消
費者被害の未然防止及び拡大防止に努めた。

令和６年度の調査研究結果を踏まえ、令和５年
度に作成した自治体向けの手引きを改訂し、今
後、周知を行う予定。 

引き続き、補装具費支給制度の適切な運用や消
費者被害の未然防止及び拡大防止に向けた周知
に取り組む。

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_policy/caution/cauti
on_029

厚生労働省
消費者庁

131 障害者の日中活動支援や家族等のレス
パイト機能の充実

障害者の日中活動支援や家族等のレスパイト機
能の充実を図るため、生活介護及び短期入所の
整備を推進する。

国の基本指針に基づき、自治体は第７期障害福
祉計画（令和６～８年度）において、生活介護及び
短期入所の必要なサービス量を定めることとして
いる。これらの必要なサービス量の確保により、
人と人とのつながりを築ける居場所づくりに資す
ることを目指す。

国の基本指針に基づき、自治体は第７期障害福
祉計画（令和６～８年度）において、生活介護及び
短期入所の必要なサービス量を定め（現在集計
中）、生活介護及び短期入所の整備を推進するこ
とにより、人と人とのつながりを築ける居場所づ
くりを進めている。

引き続き、生活介護及び短期入所の整備を通じ
て障害者の日中活動支援や家族等のレスパイト機
能の充実を図り、人と人とのつながりを築ける居
場所づくりに資することを目指していく。

厚生労働省

132 単身等の障害者の居宅訪問や見守り
等の支援の充実

一人暮らし等の障害者の地域生活を支援するた
め、自立生活援助及び地域定着支援の整備を推
進する。

国の基本指針に基づき、自治体は第７期障害福
祉計画（令和６～８年度）において、自立生活援助
及び地域定着支援の必要なサービス量を定める
こととしている。障害者の地域生活の継続の支援
を行う自立生活援助及び地域定着支援の整備を
推進することにより、障害者の居場所づくりを通
じた孤独・孤立の予防に資することを目指す。

国の基本指針に基づき、自治体は第７期障害福
祉計画（令和６～８年度）において、自立生活援助
及び地域定着支援の必要なサービス量を定め（現
在集計中）、障害者の地域生活の継続の支援を行
う自立生活援助及び地域定着支援の整備を推進
することにより、障害者の居場所づくりを通じた
孤独・孤立の予防の取組を進めている。

引き続き、自立生活援助及び地域定着支援によ
り障害者の地域生活の継続の支援を行い、障害
者の居場所づくりを通じた孤独・孤立の予防に資
することを目指していく。

厚生労働省

133 摂食障害治療における支援体制の整
備

摂食障害への早期発見・早期支援の実現及び適
切な治療と支援により患者が地域で支障なく安
心して暮らすことができる体制の整備を推進す
る。

空白地帯のブロック（北海道・近畿・中国・四国・
沖縄）で摂食障害支援拠点病院が指定され、最終
的に各都道府県において摂食障害支援拠点病院
が存在し、均一な摂食障害の治療支援が実施でき
るような体制の整備を目指す。

これにより、全国で、摂食障害患者の相談窓口
を明確にし、相談しやすい環境をつくり、早期に適
切な支援につなげる体制を整備することで、摂食
障害患者の孤独・孤立の問題の予防・対応にも資
することを目指す。

令和７年度に新たに長野県、富山県において摂
食障害支援拠点病院が指定された。

引き続き、各都道府県において摂食障害支援拠
点病院が設置され、均一な摂食障害の治療支援
が実施できるような体制の整備を目指していくと
ともに、全国で摂食障害患者の相談窓口を明確に
し、相談しやすい環境をつくり、早期に適切な支
援につなげる体制を整備することで、摂食障害患
者の孤独・孤立の問題の予防・対応にも資するこ
とを目指していく。

厚生労働省
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134 休眠預金等活用制度の活用 休眠預金等活用制度（以下「本制度」という。）

は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等
に係る資金の活用に関する法律」（平成28年法律
第101号）に基づき、10年以上にわたり取引のな
い預金等を活用し、行政が対応することが困難な
社会の諸課題の解決を図ることを目的とした民
間公益活動を支援するもの。

　令和７年度においても、本制度が、交流の場や居
場所づくりなど、民間団体の行う孤独・孤立対策
に係る事業に多数活用されることにより、地域に
おける孤独・孤立対策に取り組む民間団体の活動
や育成を通じて、孤独・孤立の解消に貢献するこ
とを目指す。

孤独・孤立対策を始めとする社会の諸課題の解
決に資する事業を実施する「実行団体」は、累計で
1524団体（令和８年１月時点）採択された。

今後も、本制度が民間団体による孤独・孤立対
策に係る事業に更に活用されるよう、引き続き指
定活用団体とともに本制度の積極的な周知・広報
を行う。

○内閣府 ⺠間公益活動
促進のための休眠預⾦等
活⽤
https://www8.cao.go.jp
/kyumin_yokin/index.ht
ml

○⼀般財団法⼈ ⽇本⺠
間公益活動連携機構
https://www.janpia.or.j
p/

○休眠預⾦活⽤プラット
フォーム
https://www.kyuplat.co
m/

内閣府

135 離婚及びこれに関連する制度の検討 第213回国会（令和６年）において、子の利益を
確保する観点から、離婚後の子の養育の在り方に
関する民事基本法制を見直す民法等の一部を改
正する法律（令和６年法律第33号。以下「民法等
改正法」という。）が成立した。法律の円滑な施行
に向けた準備を進める。

父母が離婚した後の子の養育の在り方に関する
民事基本法制を見直す民法等改正法について、公
布後２年以内に予定されている施行までの間に、
円滑な施行に向けた準備を進め、これにより子の
利益を図り、当該子の孤独・孤立の予防・解消等
に資することを目指す。

令和８年４月１日の改正法の施行までの間に、関
係府省庁等連絡会議の設置、改正法の周知広報
用のパンフレットやポスター等の配布、改正法の
解説動画の公開、調査研究等、法律の円滑な施行
に向けた準備を行い、関係府省庁等とも連携し
て、子の利益を図るための周知広報を行った。

令和８年４月１日の改正法の施行の後も、父母の
離婚等に直面する子の利益を図るため、令和８年
度において、引き続き、関係府省庁等とも連携し
て、法務省ウェブサイトや共同養育計画に関する
パンフレット等を活用した改正法の周知広報を行
う。

https://www.moj.go.jp/
MINJI/minji07_00357.ht
ml

法務省

136 聴覚障害者等に対する電話リレーサー
ビスの円滑化

電話リレーサービスとは、手話通訳者などが通
訳オペレータとして、聴覚障害者等（聴覚、言語機
能又は音声機能の障害のため、音声言語による意
思疎通を図ることに支障がある者）による手話・
文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚障
害者等と聴覚障害者等以外の方との意思疎通を
仲介するサービスである。

聴覚障害者等が人と人とのつながりを実感で
きる社会に寄与するため、電話リレーサービスの
円滑な提供及び利用者の増加につなげるための
普及促進を実施する。

令和７年度は、電話リレーサービスの円滑な提
供及び利用者の増加につながるための普及促進
に努めることにより、聴覚障害者等が人と人との
つながりを実感できる社会に寄与することを目指
す。

令和7年度においては、関係府省庁と連携し、府
省庁内及び関係団体への周知を行った他、また、
電話リレーサービスについての理解を深め、より
円滑なコミュニケーションを行うことを目的とし
て、企業等で電話対応業務やその管理を担当する
方・障害者雇用を積極的に実施している企業の方
などを対象に、「電話リレーサービス・文字表示電
話サービスに関する講習会」を実施した。また、
「電話リレーサービスの在り方に関する検討会」を
開催し、同検討会の報告書を取りまとめ、公表し
た。同報告書では、電話リレーサービス提供業務
はこれまで4年超に渡り概ね適正・確実に実施さ
れてきたと一定の評価がされた一方、利用登録数
の増加、法人利用の拡大、受話側の認知度の向上
等の利用者確保や利用円滑化に向けた周知広報
等の課題への対応の方向性が示された。同報告
書で示された提言を踏まえ、必要な対応に取り組
んでいくこととしている。

令和８年度は、「電話リレーサービスの在り方に
関する検討会報告書」で示された提言を踏まえ、
引き続き電話リレーサービスの普及促進に努める
など、必要な対応に取り組んでいく。

https://www.soumu.go.
jp/info-accessibility-
portal/telecomrelay/se
minar/

総務省
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137 労働者協同組合の活用促進 多様な働き方が可能となる環境整備や多様な
雇用機会の創出を行う地域の取組の支援等を行
い、ＮＰＯ法人とも異なる新たな法人格である労
働者協同組合の活用を促進する。

　令和６年度より、３か年を実施期間とする労働者
協同組合活用促進モデル事業を通じて、多様な働
き方が可能となる環境整備や多様な雇用機会の
創出を行う創意工夫ある地域の取組を支援して
おり、令和７年度も引き続き、労働者協同組合の
活用促進に取り組む。
これにより、多様な働き方が可能となる職場環境
の整備、多様な雇用機会の創出がされることを通
じ、孤独・孤立の予防・解消に資すること及び、労
働者協同組合の活動を通じて、地域のつながりが
形成され、孤独・孤立を感じている者の居場所を
つくることを目指す。

令和6年8月より５つの都道府県において労働
者協同組合活用促進モデル事業が実施されてお
り、各地域において様々な目的を実現するための
労働者協同組合の設立に向けた取組が進められ
ている。
同事業を通じて令和８年４月１日時点で９つの労

働者協同組合が設立されており、今後もさらなる
設立が見込まれている。

また、周知広報等を行うことで、円滑な法律の
施行を図っている。

引き続き労働者協同組合活用促進モデル事業
を通じて労働者協同組合の活用促進に取り組み、
孤独・孤立の予防・解消を含めた地域課題の解決
に資するようにする。

厚生労働省

138 生活困窮者やひきこもり状態にある者
等に対する支援活動を実施する民間団
体への支援

生活困窮者やひきこもり状態にある者等に対し
て、電話・ＳＮＳ相談、住まいの確保等の支援、居
場所づくり、生活上の支援などの支援活動を実施
する民間団体の先進的な取組への助成を行う。

生活困窮者等の孤独・孤立対策に関して、令和７
年度は、ＮＰＯ等民間団体が独自に行う先駆的・効
果的な支援活動等に対して重点的な支援を行い、
既存の制度では十分に対応ができていない部分
に対し、取組の拡充を含めた効率的な課題解決を
目指す。

令和7年度は、社会福祉振興助成事業におい
て、88団体の取組に対する助成を実施。

令和８年度においても、ＮＰＯ等民間団体が独自
に行う先駆的・効果的な支援活動等に対して重点
的な支援を行い、既存の制度では十分に対応が
できていない部分に対し、取組の拡充を含めた効
率的な課題解決を目指す。

厚生労働省

139 孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要
配慮者に対する居住支援活動や居住
環境における交流創出に対する支援

居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅
確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化
に関する活動等に係る事業に対して支援を行う。

住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフ
ティネット機能の整備を目指し、居住支援協議会
を設立した市区町村の人口カバー率を令和12年
度までに50％とする（住生活基本計画（全国計
画）の成果指標を引用）。
また、孤独・孤立対策や要配慮者の居住の安定を
確保する観点からは、住宅の確保だけではなく、
入居後の見守り等の生活支援を含めた切れ目な
い支援を行うことが重要であるため、このような
支援活動を行う居住支援法人の指定数の増加を
促進する。

居住支援協議会を設立した市区町村の人口カ
バー率：3９％（令和7年度末時点）

居住支援法人の指定数：1,167法人（令和８年３
月末時点）

引き続き、孤独・孤立の問題を抱える住宅確保
要配慮者に対しきめ細かな支援を行うため、居住
支援法人等に対する支援を実施する。

セーフティネット機能の更なる充実を目指し、令
和17年度までに居住支援協議会を設立した市区
町村の人口カバー率が９割となることを目指す。

（居住⽀援協議会）
https://www.mlit.go.jp/ju
takukentiku/house/jutak
ukentiku_house_fr3_0000
19.html
（居住⽀援法⼈）
https://www.mlit.go.jp/ju
takukentiku/house/jutak
ukentiku_house_fr7_0000
26.html

国土交通省

140 困難や不安を抱える女性へ寄り添った
相談支援等に取り組む地方公共団体
の支援

「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」（平成27年法律第64号）に基づき、地方公
共団体が行う孤独・孤立で困難や不安を抱える女
性が、社会との絆・つながりを回復することがで
きるよう、ＮＰＯ等の民間団体の知見を活用した
相談支援等の地域の実情に応じた取組を支援す
る。

孤独・孤立で困難や不安を抱える女性が社会と
の絆・つながりを回復することができるよう、令
和７年度は、ＮＰＯ等の民間団体の知見を活用し
て行う、女性に寄り添った相談等、新たに取組を
実施する地方公共団体を増加させる。

令和7年度においては、地方公共団体が行う孤
独・孤立で困難や不安を抱える女性が、社会との
絆・つながりを回復することができるよう、ＮＰＯ
等の民間団体の知見を活用した相談支援等の地
域の実情に応じた取組を支援した。

孤独・孤立で困難や不安を抱える女性が社会と
の絆・つながりを回復することができるよう令和
８年度は、ＮＰＯ等の民間団体の知見を活用して
行う、女性に寄り添った相談等、新たに取組を実
施する地方公共団体を増加させる。

https://www.gender.g
o.jp/policy/chihou_ren
kei/kofukin/r07/index.
html

内閣府

（４）孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等の活動をきめ細かく支援し、官・民・ＮＰＯ等の連携を強化する

　①孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等の活動へのきめ細かな支援
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141 孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ムの運営

孤独・孤立の問題に継続して対応するため、官・
民・ＮＰＯ等の取組の連携強化の観点から官民連
携プラットフォームを設置し、このプラットフォー
ムにおいて、複合的・広域的な連携強化活動、孤
独・孤立対策に関する全国的な普及活動、先導的
取組・学術研究等の情報共有、総合啓発活動等を
実施する。

令和７年度は、国において設置する孤独・孤立対
策官民連携プラットフォームの分科会において、
孤独・孤立に係る各テーマごとの課題等の検討を
一層進めることに加え、検討の成果を政策に反映
させていくことに努める。
また、孤独・孤立に悩む方々への支援が的確かつ
着実に届くよう、官・民それぞれの取組の裾野を
広げ、連携に参画する民の主体の多元化を図ると
ともに、民間企業が事業活動を通じて孤独・孤立
対策に資する取組を行う形で連携に参画するな
ど、官・民・ＮＰＯ等の多様な主体の参画の下での
連携・協働を更に推進することを目指す。

令和7年度は、プラットフォームの分科会におい
て孤独・孤立に係る各テーマごとの課題等の議論
をより一層進めたほか、プラットフォームへの参
画団体との水平的な連携によるシンポジウムを開
催し、孤独・孤立に悩む方々への支援が的確かつ
着実に届くことに資するよう、国民の更なる理解
増進等に取り組んだ。

令和８年度は、分科会での議論を通じた連携強
化、シンポジウム等を通じた国民の理解醸成等に
取り組むこととしており、更なる連携強化、相互
啓発活動を行う。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/platform/index.html

内閣府

142 地方における孤独・孤立対策官民連携
プラットフォームの整備の推進

地域における孤独・孤立対策を推進するため、
地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム
の設置に向けた伴走支援等を実施するとともに、
このプラットフォームを活用した孤独・孤立対策の
取組への支援を行う。

各地方公共団体において、孤独・孤立対策を推
進するに当たり、官民の関係団体が連携するプ
ラットフォームを普及させていくため、令和７年度
までに、全ての都道府県において少なくとも１団
体（都道府県又は市区町村）は、地方版孤独・孤立
対策官民連携プラットフォームが整備されている
ことを目指す。

また、地方版孤独・孤立対策官民連携プラット
フォームの整備に当たっては、プラットフォームに
参画する関係者が対等に相互につながる「水平的
連携」を目指すものであることの周知を図るとと
もに、多様な主体が参画する好事例のほか、関連
する取組をどう組み合わせるかという工夫や、取
組を進める上での課題について把握の上、全国に
横展開する。

令和8年3月に実施したアンケート調査による
と、令和8年４月１日時点で、少なくとも１団体（都
道府県又は市区町村）は地方版孤独・孤立対策官
民連携プラットフォームが整備されている都道府
県は44都道府県であり、令和8年度中に設置予
定の団体も含めると46都道府県となる見込みで
ある。

また、「孤独・孤立対策に関する地域連携推進モ
デル調査事業」（令和６年度地方版孤独・孤立対策
官民連携プラットフォーム推進事業）の報告書を
公表するとともに、同事業に採択された市区町村
担当者から地方公共団体担当者へのアドバイスを
取りまとめ、公表した。

残り1県及びその管内市区町村をはじめとした
団体については、ノウハウ不足などによりプラット
フォーム設置の動きが具体化していないと思われ
るため、モデル調査事業や交付金事業での好事例
等を集約して横展開を行うことで設置を促すとも
に、設置に向けた能動的な働きかけを行ってい
く。

また、同様の役割を担うものが既にあるという
理由によりプラットフォームを設置していない自
治体が存在することから、既存の枠組みを孤独・
孤立対策の基盤として整備する上での具体的な
課題の把握等を行う必要がある。

https://www.cao.go.jp/
kodoku_koritsu/torikum
i/localplatform/index.ht
ml

内閣府

143 就職氷河期世代への支援 就職氷河期世代の方々等に対する就労・処遇改
善や社会参加、高齢期を見据えた支援に取り組
む。

就職氷河期世代の支援については、骨太方針
2019、骨太方針2022に基づき、同世代の中心
層の正規雇用者を30万人増やすことを目指して
集中的な取組を実施してきた。
この取組には一定の成果がみられたが、今なお無
業者など様々な困難を抱える者が存在すること
を踏まえ、引き続き、一人一人の置かれた状況に
寄り添った丁寧な支援を実施していく。

令和元年から令和６年までの間に、正規雇用労
働者は11万人増、役員は20万人増となった。

※我が国においては、役員に登用される者のう
ち、前職が正規雇用の者が大半を占めることか
ら、同世代の役員が20万人増加したことは、同時
に被雇用者から移動したと考えられる。正規雇用
者の増加を評価する際には、この点も加味するこ
とが適切である。

新たな就職氷河期世代等支援プログラムについ
ては、「就職氷河期世代支援の推進に向けた全国
プラットフォーム」において、毎年度、個別施策の
取組状況及びKPIのフォローアップを実施する。
このフォローアップの結果等を踏まえ、個別施策
の見直しを行い、就職氷河期世代等支援に関する
関係閣僚会議幹事会において、関連施策集及び
KPIの改定を行うこととする。これらを通じ、ＰＤ
ＣＡサイクルを不断に回していくこととしている。

https://www.cas.go.jp/j
p/seisaku/shushoku_h
yogaki_shien/kankeikak
uryokaigi/index.html

内閣官房、内閣
府、金融庁、総務
省、財務省、文部
科学省、厚生労
働省、農林水産
省、経済産業省、

国土交通省

　②ＮＰＯ等との対話の推進

　③連携の基盤となるプラットフォームの形成

　④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備

　⑤関連施策の推進
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